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  調査・設計委託標準仕様書  一部改定及び訂正の要旨 

ページ 改 定 項 目 主  な  改  定  内  容 

 
1-1 

 
 

〃 
 

 
 

1-2 
 
 
 
 

1-3 
 
 
 
 

1-4 
 
 

〃 
 
 
 

1-4-1 
（新規） 

 
 

〃 
 
 

1-5 
 
 

1-8 
 
 
 

1-9 
 

1-12 
 
 
 
 
 

2-2 
（新規） 

 
〃 
 
 

〃 
 
 

2-2-1 

（共通編） 
1.1.1 適用範囲及び一般事項 
 
 
1.1.2 用語の定義 
 
 
 
1.1.5 設計変更・条件変更等 
 
 
 
 
1.1.7 業務実績データの作成、登録 
 
 
 
 
1.1.12 提出書類等 
 
 
1.1.13 打合せ等 
 
 
 
1.1.14 設計図書の支給及び点検 
 
 
 
1.1.15 成果物の使用等 
 
 
1.3.3 環境対策 
 
 
1.3.13 個人情報の取扱い 
 
 
 
1.4.2  交通及び保安上の措置 
 
受託者提出書類一覧 
 
 
 
 
（地質調査編） 
1.1.5 代理人及び主任技術者 
 
 
1.1.6 担当技術者 
 
 
1.1.7 調査業務計画書 
 
 
1.2.3 孔内水平載荷試験 

 
○ 適用範囲に地質調査委託標準仕様書（建設局）を

追加した。 
 
○ 「書面」の定義について、東京都土木工事標準仕

様書の表記と合わせ、電子メールによる取り扱い、
押印不要の場合について定義した。 
 

○ 他局の標準仕様書との整合を図り、「軽微な変更
」を「設計変更・条件変更等」として記載内容を見
直した。また、土木設計委託等の設計変更となる場
合は、ガイドラインによる旨を追記した。 

 
○ 配水管工事標準仕様書との整合を図り、オンライ

ンで提出する場合、写しの提出を不要とした。また
、登録機関への申請について、国・他局の標準仕様
書との整合を図り、期日を見直した。 

 
○ 提出書類の様式に定めがないものの取り扱いを追

記した。 
 
○ 他局の標準仕様書との整合を図り、「打合せ等の

記録」を「打合せ等」として、電子メールでの確認
方法、打合せの時期等を追記した。 

 
○ 他局の標準仕様書との整合を図り、図面等の電子

データの貸与、設計図書の点検等について新たに規
定した。 

 
○ 著作権、特許権に関する内容について、他局の標

準仕様書との整合を図り、新たに規定した。 
 
○ 配水管工事標準仕様書との整合を図り、一部通知

日等を見直した。 
 
○ 他局の標準仕様書と整合を図り、「個人情報の保

管及び管理」を「個人情報の取扱い」として記載内
を見直した。 

 
○ 通知日等を見直した。 
 
○ 受託者提出書類様式において、ハンコレスの書類

は電子での提出も可能とし、完成図書（成果物）の
提出部数、提出方法は特記仕様書によることとした
。 

 
 
○ 他局の標準仕様書との整合を図り、契約条項に定

める代理人及び主任技術者について規定した。 
 
〇 他局の標準仕様書との整合を図り、担当技術者に

ついて規定した。 
 
〇 他局の標準仕様書との整合を図り、業務計画書の

作成等について規定した。 
 
〇 JGS規格改定に伴い、規格番号と試験名称を変更
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2-3 
 

2-4 
 
 

2-6 
 
 

2-7 
 
 
 

3-1 
 
 
 

3-1 
（新規） 

 
〃 
 
 

3-1-1 
（新規） 

 
〃 
 
 

3-1-2 
 
 
 

3-2 
 
 
 

5-1 
 

〃 
（新規） 

 
 

5-1-1 
（新規） 

 
 
 

〃 
 
 

5-1-2 
（新規） 

 
5-2 

 
 

5-2 
（新規） 

 
 
1.3.1 土質試験 
 
1.4.1 土質調査報告書 
 
 
2.1.2 調査実施計画書 
 
 
2.3.1 報告書 
 
 
（測量調査委託編） 
1.1.1 測量用機器の検定 
 
 
 
1.1.3 代理人及び主任技術者 
 
 
1.1.4 担当技術者 
 
 
1.1.5 作業計画書 
 
 
1.1.6 準拠すべき図書 
 
 
1.2.3 計算結果の表示 
 
 
 
1.2.4 測量成果の検定 
 
 
（設計委託編） 
1.1 準拠すべき図書 
 
 
1.3 代理人及び主任技術者 
 
 
1.4 審査を担当する技術者及び審査 

の実施 
 
 
 
1.5 担当技術者 
 
 
1.6 設計業務計画書 
 
 
1.9 環境物品等の調達方針 
 
 
1.10 建設リサイクル関係 
 

した。 
 
〇 語句の一部を修正した。 
 
〇 報告書に関する事項は基本的に特記仕様書に規定

されるため、記載内容を見直した。 
 
〇 調査実施計画書の作成は、１.1.7の規定によるも

のとした。 
 
〇 報告書の内容及び部数については、基本的に特記

仕様書に規定されるため、記載内容を見直した。 
 
 
〇 他局の標準仕様書との整合を図り、「測量用機器

等」を「測量用機器の検定」として記載内容を見直
した。 

 
○ 他局の標準仕様書との整合を図り、契約条項に定

める代理人及び主任技術者について規定した。 
 
〇 他局の標準仕様書との整合を図り、担当技術者に

ついて規定した。 
 
〇 他局の標準仕様書との整合を図り、作業計画書の

作成等について規定した。 
 
〇 他局の標準仕様書との整合を図り、「準拠すべき

図書」として新たに規定した。 
 
〇 他局の標準仕様書との整合を図り、測量計算結果

表の記載及び用地測量で面積を算出する場合の記述
について、記載内容を見直した。 

 
〇 他局の標準仕様書との整合を図り、記載内容を見

直した。 
 
 
〇 準拠すべき図書に水道維持管理指針（日本水道協

会）を追加した。 
 
○ 他局の標準仕様書との整合を図り、契約条項に定

める代理人及び主任技術者について規定した。 
 
〇 他局の標準仕様書において「照査技術者及び照査

の実施」と規定している事項について、特記仕様書
の規定をもとに、「審査を担当する技術者及び審査
の実施」として新たに規定した。 

 
〇 他局の標準仕様書との整合を図り、担当技術者に

ついて規定した。 
 
〇 他局の標準仕様書との整合を図り、業務計画書の

作成等について規定した。 
 
〇 他局の標準仕様書との整合を図り、環境物品の調

達方針について、記載内容を見直した。 
 
〇 他局の標準仕様書との整合を図り、建設リサイク

ル関係の記述について新たに規定した。 
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5-3 
 
 

6-3 
 
 
 

7-1 
 
 
 
 
 

7-2 
 
 

7-4 
 

7-6 
 

7-13 
 
 

7-14 
 
 

7-15 
 
 
 

7-35 
（新規） 

 
 
 
 

2.1 完成図書 
 
 
附則-1 完成図面作成要領 
 
 
 
附則-2 提出書類様式 
 
 
 
 
 
担当者通知 
 
 
経歴書 
 
業務着手日指定書 
 
業務（ ）通知書（第 回） 
 
 
業務変更通知書（第 回） 
 
 
休日等の作業届 
 
 
 
（○○計画書） 
 
 
 
 

〇 完成図書の内容は基本的に特記仕様書に規定され
るため、記載内容を見直した。 

 
〇 標題欄は工事ごとに記載項目が異なることを考慮

して参考とした。また、全庁的な押印廃止の動向を
踏まえ、決裁欄を削除した。 

 
〇 地質調査編、測量調査委託編、設計委託編に規定

した計画書の提出様式として、（○○計画書）を追
加した。また、ハンコレスの書類について電子での
提出も可能とし、電子での受け渡しの際の注意事項
を追記した。 

 
〇 水道工事用書類・様式の記載例集との整合を図り

、「印」を追加した。 
 
〇 全庁統一様式の改定に伴い注意書きを修正した。 
 
〇 「印」の表示漏れのため、追加訂正した。 
 
〇 業務の一時中止の通知者について、水道工事用書

類・様式の記載例集との整合を図り、課長とした。 
 
〇 業務変更の通知者について、水道工事用書類・様

式の記載例集との整合を図り、部長とした。 
 
〇 電子メールで提出した場合の受領確認について、

附則-２提出書類様式一覧に記載したことから削除
した。 

 
〇 地質調査編、測量調査委託編、設計委託編に規定

した計画書の提出様式として、（○○計画書）の様
式を追加した。 

 
 
 
 
 
 
 

※ 改定部分については、次頁以降の新旧対象表よりご確認ください。 

また、新旧対照表以降に一部改定した原稿を掲載しております。 
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1 

改 定（P1-1） 現 行（P1-1） 

（共 通 編） 

第１章 総   則 

第１節 一 般 事 項 

 

1.1.1 適用範囲及び一般事項 

 

１ この標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）は、東京都水道局（以下「当

局」という。）の施行する調査及び設計委託業務に係る委託契約書（頭書きを

含み以下「契約書」という。）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及

び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行

の確保を図るためのものである。 
２ この仕様書において特に定めのない事項については、特記仕様書によるほ

か下記の図書類による。 
配水管工事標準仕様書            （東京都水道局） 
東京都水道用配管材料仕様書         （東京都水道局） 
東京都土木工事標準仕様書             （東京都） 
土木材料仕様書               （東京都建設局） 
工事に伴う環境調査標準仕様書及び環境調査要領（東京都建設局） 
測量委託標準仕様書             （東京都建設局） 
東京都公共測量作業規程              （東京都） 
地質調査委託標準仕様書           （東京都建設局） 

３ 契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかに

よって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 
４ 特記仕様書及び図面に記載された事項は、標準仕様書に優先する。 

 
 
 
 
 

（共 通 編） 

第１章 総   則 

第１節 一 般 事 項 

 

1.1.1 適用範囲及び一般事項 

 

１ この標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）は、東京都水道局（以下「当

局」という。）の施行する調査及び設計委託業務に係る委託契約書（頭書きを

含み以下「契約書」という。）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及

び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行

の確保を図るためのものである。 
２ この仕様書において特に定めのない事項については、特記仕様書によるほ

か下記の図書類による。 
配水管工事標準仕様書            （東京都水道局） 
東京都水道用配管材料仕様書         （東京都水道局） 
東京都土木工事標準仕様書             （東京都） 
土木材料仕様書               （東京都建設局） 
工事に伴う環境調査標準仕様書及び環境調査要領（東京都建設局） 
測量委託標準仕様書             （東京都建設局） 
東京都公共測量作業規程              （東京都） 
 

３ 契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかに

よって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 
４ 特記仕様書及び図面に記載された事項は、標準仕様書に優先する。 
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2 

改 定（P1-1,1-2） 現 行（P1-1,1-2） 

1.1.2 用語の定義 

 
１ 「委託担当者（以下「担当者」という。）」とは、契約書の規定に基づき当局

が指定した担当者をいう。 
２ 「代理人及び主任技術者」とは、契約書の規定に基づき受託者が通知した

代理人及び主任技術者をいう。 
３ 「標準仕様書」とは、本調査委託業務（以下「委託」という。）を施行する

上で必要な技術的要求や業務内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的

な内容を盛り込み作成した図書をいう｡ 
４ 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 
５ 「設計図書」とは、特記仕様書、図面、標準仕様書、現場説明書及び現場説

明に対する質問回答書をいう。 
６ 「特記仕様書」とは、標準仕様書を補足し、当該委託の実施に関する明細又

は固有の技術的要求を定める図書をいう。 
７ 「図面」とは、入札に際して委託者が示した設計図及び委託者から変更又

は追加された設計図をいう。 
８ 「協議」とは、契約図書の協議事項について、書面により委託者若しくは担

当者と受託者とが対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 
９ 「承諾」とは、契約図書の承諾事項について、書面により委託者又は担当者

と受託者とが同意することをいう。 
10 「指示」とは、担当者が受託者に対し、担当者の所掌事務に関する方針､基

準、計画、方法等の必要な事項について書面により示し、実施させることをい

う。 
11 「提出」とは、担当者が受託者に対し、又は受託者が担当者に対し、委託に

係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。   
12 「報告」とは、受託者が担当者に対し、委託に係わる事項について書面を

もって知らせることをいう。 
13 「確認」とは、契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料によ

り、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

1.1.2 用語の定義 

 

１ 「委託担当者（以下「担当者」という。）」とは、契約書の規定に基づき当局

が指定した担当者をいう。 
２ 「代理人及び主任技術者」とは、契約書の規定に基づき受託者が通知した

代理人及び主任技術者をいう。 
３ 「標準仕様書」とは、本調査委託業務（以下「委託」という。）を施行する

上で必要な技術的要求や業務内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的

な内容を盛り込み作成した図書をいう｡ 
４ 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 
５ 「設計図書」とは、特記仕様書、図面、標準仕様書、現場説明書及び現場説

明に対する質問回答書をいう。 
６ 「特記仕様書」とは、標準仕様書を補足し、当該委託の実施に関する明細又

は固有の技術的要求を定める図書をいう。 
７ 「図面」とは、入札に際して委託者が示した設計図及び委託者から変更又

は追加された設計図をいう。 
８ 「協議」とは、契約図書の協議事項について、書面により委託者若しくは担

当者と受託者とが対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 

９ 「承諾」とは、契約図書の承諾事項について、書面により委託者又は担当者

と受託者とが同意することをいう。 
10 「指示」とは、担当者が受託者に対し、担当者の所掌事務に関する方針､基

準、計画、方法等の必要な事項について書面により示し、実施させることをい

う。 
11 「提出」とは、担当者が受託者に対し、又は受託者が担当者に対し、委託に

係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。   
12 「報告」とは、受託者が担当者に対し、委託に係わる事項について書面を

もって知らせることをいう。 
13 「確認」とは、契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料によ

り、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 
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14 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署

名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は

電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるも

のとする。  
  なお、関係規定等で署名又は押印を不要とした書類については、署名又は

押印がない場合も有効な書面と取扱う。 
15 「ＳＩ単位」とは、国際単位系をいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署

名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ等に

より伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 
 
 
 
15 「ＳＩ単位」とは、国際単位系をいう。 
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改 定（P1-2,1-2-1） 現 行（P1-2） 

1.1.5 設計変更・条件変更等 

 
１ 担当者が受託者に対して業務内容の変更又は設計図書の訂正の指示を行う

場合は、書面による。 
２ 受託者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期すること

のできない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を担当者

に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することので

きない特別な状態」とは、契約書に規定する天災その他の不可抗力による

場合のほか、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合

とする。 
３ 土木設計委託等について設計変更となる場合、発注者が別に定める「土木

設計委託等設計変更ガイドライン」に基づき、適正に行わなければならない。 
    上記の図書は、当局のホームページからのダウンロードなどにより入手で

きる。（https://www.waterworks.metro.tokyo. lg.jp/jigyosha/koji/henko_ 
guideline.html） 

なお、「土木設計委託等」とは、「測量業務委託」、「地質調査委託」、「土木設

計委託」（施工管理を除く）をいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.5 軽微な変更 

 

受託者は、委託の実施に当たり現地の状況により作業に重大な影響のない軽微

な変更は、担当者と協議の上施行する。ただし、この場合は、契約金額を変更し

ない。 
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改 定（P1-3） 現 行（P1-3） 

1.1.7 業務実績データ作成、登録 

 
受託者は、設計委託、土質調査、測量調査の受託時又は変更時において契約

金額が１００万円以上の業務について、業務実績報告として、業務実績情報シ

ステム(テクリス)に基づき、受託、変更、完了時に「登録のための確認のお願い」

を作成して担当者の確認を受けた上、登録機関に登録申請する。 
 
また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場

合には、その写しを担当者に提出する。ただし、登録内容がオンラインで確認

できる場合は、提出不要とする。 
 なお、登録期限は土曜日、日曜日、祝日等を除き次のとおりとし、訂正時には

適宜登録機関に登録申請をする。 
１ 受託時は、契約確定後 15 日以内 
２ 完了時は、業務完了後 15 日以内 
３ 登録内容を変更する場合には、変更があった日から 15 日以内に当該変更内

容を登録する。ただし、変更があったときから完成のときまでの間が 15 日間

に満たない場合は、登録内容確認書の提出を省略できるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.7 業務実績データ作成、登録 

 

受託者は、設計委託、土質調査、測量調査の受託時又は変更時において契約

金額が１００万円以上の業務について、業務実績報告として、測量調査設計業

務実績情報システム(テクリス)に基づき、受託、変更、完了時に「登録用データ」

を作成し、「登録のための確認のお願い」を出力して担当者の確認を受けた上、

登録機関に登録申請する。 
また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場

合には、その写しを担当者に提出する。 
 
なお、登録期限は土曜日、日曜日、祝日等を除き次のとおりとし、訂正時には

適宜登録機関に登録申請をする。 
１ 受託時は、契約締結後 10 日以内 
２ 完了時は、業務完了後 10 日以内 
３ 登録内容を変更する場合には、変更があった日から 10 日以内に当該変更内

容を登録する。ただし、変更があったときから完成のときまでの間が 10 日間

に満たない場合は、登録内容確認書の提出を省略できるものとする。 
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改 定（P1-4） 現 行（P1-4） 

1.1.12 提出書類等 

 
１  受託者は、指定の期日までに章末に示す書類を附則－２「提出書類様式」に

より作成し、担当者に提出する。 
 なお、担当者が別途他の書類の提出を求めた場合は、当該書類を提出する。 

２  受託者は、提出した書類に変更を生じたときは、直ちに変更した書類を担

当者に提出する。 
３ 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者

において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指

示した場合は、これに従わなければならない。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.12 提出書類等 

 

１  受託者は、指定の期日までに章末に示す書類を附則－２「提出書類様式」に

より作成し、担当者に提出する。 
 なお、担当者が別途他の書類の提出を求めた場合は、当該書類を提出する。 

２  受託者は、提出した書類に変更を生じたときは、直ちに変更した書類を担

当者に提出する。 
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改 定（P1-4,1-4-1） 現 行（P1-8） 

1.1.13 打合せ等   

 
１ 業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者と担当者は常に密接な連絡を

とり、業務の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容について

は、その都度受託者が書面（打合せ議事録）に記録し、相互に確認しなけれ

ばならない。 
なお、連絡・確認は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認し

た内容については、必要に応じて書面（打合せ議事録）を作成する。 
また、電子メール等でのやり取りの場合、打合せ議事録の受領確認として、

担当者及び受託者間でやり取りした電子メールなどを残すこと。 
２ 業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、受託者と担当者

は打合せを行うものとし、その結果について受託者が書面（打合せ議事録）

に記録し相互に確認しなければならない。 
３ 受託者は、業務に関する担当者及び関係機関等との打合せ内容並びに指示

事項等は、打合せ議事録に詳細に記録し、速やかに担当者に提出する。 
４ 受託者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やか

に担当者と協議する。 
５ 担当者及び受託者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。 

※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限ま

でに対応することをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、いつま

でに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.12 打合せ等の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受託者は、委託に関する担当者及び関係機関等との打合せ内容並びに指示事項

等は、打合せ議事録に詳細に記録し担当者に提出する。  
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改 定（P1-4-1） 現 行（-） 

1.1.14 設計図書の支給及び点検  

 
１ 受託者からの要求があった場合で、担当者が必要と認めたときは、受託

者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、標準仕様書、各

種基準、参考図書等市販されているものについては、受託者の負担におい

て備えるものとする。 
２ 受託者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、担当者に

書面により報告し、その指示を受けなければならない。 
３ 担当者は、必要と認めるときは、受託者に対し、図面又は詳細図面等を

追加支給するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規】 
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改 定（P1-4-1） 現 行（-） 

1.1.15 成果物の使用等   

 
受託者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている調査方法

等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第６条（特許

権等の使用）に基づき委託者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行

う前に委託者の承諾を受けなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規】 
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改 定（P1-5,1-6,1-7） 現 行（P1-5,1-6,1-7） 

第１章 総   則 

第３節 委託施行の適正化 

 

1.3.3 環境対策 

 

１ 受託者は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京

都条例第 215 号）、その他関係法令等を遵守し、当該委託の施行に伴って生ず

る環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要な措置を講ずるととも

に、東京都が行うこれらに関する施策に協力する。 
２ 受託者は、環境への影響が予知され、又は発生した場合は、直ちに応急措置

を講じるとともに担当者に報告し、担当者の指示があればそれに従う｡ 
 また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその

対応に当たり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認す

る等明確にしておくとともに、状況を随時担当者に報告し、指示があればそ

れに従う。 
３ 担当者は、委託に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への

損害が生じた場合には、受託者に対して、受託者が善良な管理者の注意義務

を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提出

を求めることができる。この場合において、受託者は、必要な資料を担当者

に提出する。 
４ 受託者は、委託で発生したすべての廃棄物等（事務所ごみ、包装材、木く

ず、雑木、草等）を関係法令に適合した焼却設備を使用せず焼却（以下「野外

焼却」という。）しない。ただし、関係法令による野外焼却禁止の例外となる

焼却（軽微なたき火、病害虫に侵された伐採木等の焼却等）はこの限りでな

い。 
 なお、この場合にあっても、悪臭や煙害等が発生しないように周囲の生活

環境にできる限り配慮するとともに、廃タイヤやビニール等の焼却を行わな

い。 
５ 受託者は、自動車等を運転する者に対して荷待ち等で駐・停車するときは、

第１章 総   則 

第３節 委託施行の適正化 

 

1.3.3 環境対策 

 

１ 受託者は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京

都条例第 215 号）、その他関係法令等を遵守し、当該委託の施行に伴って生ず

る環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要な措置を講ずるととも

に、東京都が行うこれらに関する施策に協力する。 
２ 受託者は、環境への影響が予知され、又は発生した場合は、直ちに応急措置

を講じるとともに担当者に報告し、担当者の指示があればそれに従う｡ 
 また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその

対応に当たり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認す

る等明確にしておくとともに、状況を随時担当者に報告し、指示があればそ

れに従う。 
３ 担当者は、委託に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への

損害が生じた場合には、受託者に対して、受託者が善良な管理者の注意義務

を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提出

を求めることができる。この場合において、受託者は、必要な資料を担当者

に提出する。 
４ 受託者は、委託で発生したすべての廃棄物等（事務所ごみ、包装材、木く

ず、雑木、草等）を関係法令に適合した焼却設備を使用せず焼却（以下「野外

焼却」という。）しない。ただし、関係法令による野外焼却禁止の例外となる

焼却（軽微なたき火、病害虫に侵された伐採木等の焼却等）はこの限りでな

い。 
 なお、この場合にあっても、悪臭や煙害等が発生しないように周囲の生活

環境にできる限り配慮するとともに、廃タイヤやビニール等の焼却を行わな

い。 
５ 受託者は、自動車等を運転する者に対して荷待ち等で駐・停車するときは、
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エンジンの停止（アイドリング・ストップ）を行うよう適切な措置を講じる。 
６ 東京都は、ディーゼル自動車（軽油を燃料とする自動車をいう。）の排出ガ

スに含まれる粒子状物質の削減を図るため、都民の健康と安全を確保する環

境に関する条例を制定している。委託に当たっては、本条例の主旨を十分に

踏まえて調査する。 
 自動車を使用又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関

する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）の規程に基づき、次の事項を遵

守する。 
（１） ディーゼル車規制に適合する自動車とする。 
（２） 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域におけ

る総量の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第 70 号）の対策地

域内で登録可能な自動車利用に努める。 
（３）  低公害・低燃費な自動車の利用に努めること。 

なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、

粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場

合には、速やかに提示又は提出する。 
７ 受託者は、ディーゼルエンジン仕様の自動車及び建設機械等を使用する場

合は、規格（ＪＩＳ）に合った軽油を使用する。 
８ 受託者は、次の各号のいずれかに該当する建設機械を使用する。 
（１）「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年 10 月８日付け建設省経機

発第 249 号、最終改正平成 14 年４月１日付け国総施第 225 号）」、排出ガ

ス対策型建設機械の普及促進に関する規程（最終改正平成 24 年３月 31 日

付国土交通省告示第 318 号）若しくは、第３次排出ガス対策型建設機械指

定要領（最終改正平成 23 年７月 13 日付国総環リ第１号）（以下、規程・指

定要領と総称する）に基づき排出ガス対策型建設機械として指定された建

設機械 
（２）平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開

発」又はこれと同等の開発目標で実施された「民間開発建設技術の技術審査・

証明事業」(以下「評価制度、審査証明事業」という。)により評価された排

出ガス浄化装置を装着した建設機械 
９ 受託者は、騒音規制法（昭和 43 年６月 10 日法律第 98 号）、振動規制法（昭

エンジンの停止（アイドリング・ストップ）を行うよう適切な措置を講じる。 
６ 東京都は、ディーゼル自動車（軽油を燃料とする自動車をいう。）の排出ガ

スに含まれる粒子状物質の削減を図るため、都民の健康と安全を確保する環

境に関する条例を制定している。委託に当たっては、本条例の主旨を十分に

踏まえて調査する。 
 自動車を使用又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関

する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）の規程に基づき、次の事項を遵

守する。 
ア ディーゼル車規制に適合する自動車とする。 
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における

総量の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第 70 号）の対策地域内で

登録可能な自動車利用に努める。 
 
なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明

書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出す

る。 
７ 受託者は、ディーゼルエンジン仕様の自動車及び建設機械等を使用する場

合は、規格（ＪＩＳ）に合った軽油を使用する。 
８ 受託者は、次の各号のいずれかに該当する建設機械を使用する。 
（１）「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年 10 月８日付け建設省経機

発第 249 号、最終改正平成 14 年４月１日付け国総施第 225 号）」、排出ガ

ス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成 18 年３月 17 日付国土交

通省告示第 348 号）（以下、規程・指定要領と総称する）に基づき排出ガス

対策型建設機械として指定された建設機械 
 
 
（２）平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開

発」又はこれと同等の開発目標で実施された「民間開発建設技術の技術審査・

証明事業」(以下「評価制度、審査証明事業」という。)により評価された排

出ガス浄化装置を装着した建設機械９ 受託者は、騒音規制法（昭和 43 年

６月 10 日法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年６月 10 日法律第 64 号）
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和 51 年６月 10 日法律第 64 号）等に基づき必要な届出を行い、規制に関す

る基準値に違反しないよう適切な公害防止の措置を講ずるとともに､都民の

健康と安全を確保する環境に関する条例等を遵守する。 
また、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（昭和 62 年３月 30 日付け

建設大臣官房技術参事官通達）を参考にして、委託に伴う騒音振動の防止

を図り、生活環境の保全に努める。 
10 受託者は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程 (平成９年７

月 31 日付け建設省告示第 1536 号、最終改正平成 13 年４月９日付け国土交

通省告示第 2438 号)」に基づき低騒音型・低振動型建設機械として指定され

た建設機械を使用する｡ 
11 受託者は、８（１）において第２次基準値に適合しているものとして指定

された排出ガス対策型建設機械の低騒音型・低振動型建設機械については、

普及状況等を踏まえて、その使用の促進に努める。 
12 受託者は、８及び 10 の規定により難い場合は、担当者と協議する。 
13 受託者は、８の場合においては、当該建設機械の写真撮影を行い､担当者に

提出する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

等に基づき必要な届出を行い、規制に関する基準値に違反しないよう適切な

公害防止の措置を講ずるとともに､都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例等を守る。 
また、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（昭和 62 年３月 30 日付け

建設大臣官房技術参事官通達）を参考にして、委託に伴う騒音振動の防止

を図り、生活環境の保全に努める。 
10 受託者は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程 (平成９年７

月 31 日付け建設省告示第 1536 号、最終改正平成 13 年４月９日付け国土交

通省告示第 2438 号)」に基づき低騒音型・低振動型建設機械として指定され

た建設機械を使用する｡ 
11 受託者は、８（１）において第２次基準値に適合しているものとして指定

された排出ガス対策型建設機械の低騒音型・低振動型建設機械については、

普及状況等を踏まえて、その使用の促進に努める。 
12 受託者は、８及び 10 の規定により難い場合は、担当者と協議する。 
13 受託者は、８の場合においては、当該建設機械の写真撮影を行い､担当者に

提出する。 
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改 定（P1-8） 現 行（P1-8） 

1.3.12 後片付け 

 

受託者は、委託の完了に先立ち、速やかに不用材料を整理し、仮設物を撤去し

て跡地を清掃し担当者の確認を受ける。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.13 後片付け 

 

受託者は、委託の完了に先立ち、速やかに不用材料を整理し、仮設物を撤去し

て跡地を清掃し担当者の確認を受ける。 
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改 定（P1-8） 現 行（P1-8） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【1.3.13 個人情報の取扱い「４ 利用及び提供の制限」に移行】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.14 目的外使用の禁止 

 

受託者は、本委託の内容を他の目的に使用してはならない。 
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改 定（P1-8） 現 行（P1-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1.3.13 個人情報の取扱い「２ 秘密の保持」に移行】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.15 秘密の保持 

 

１ 受託者は、本委託の履行により知り得た委託業務の内容を、第三者に漏ら

してはならない。 

２ 前項の規定は、契約終了後も有効に存続するものとする。 
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改 定（P1-8,1-8-1） 現 行（P1-8） 

1.3.13 個人情報の取扱い 

 

１ 基本的事項 
受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理

するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利 益を侵害すること

のないよう、東京都個人情報の保護に関する条例(平成 2 年東京都条例第 113
号)及び同施行に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理 のために必要な措置を講じなければならない。  
２  秘密の保持 

 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだり

に第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了

し、又は解除された後においても同様とする。  
３  取得の制限 
   受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するとき

は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ま

た、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報

を取得しなければならない。  
４  利用及び提供の制限 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務

を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は

提供してはならない。  
５  複写等の禁止 

 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務

を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複

写し、又は複製してはならない。  
６  再委託の禁止 
   受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務

を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその

取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。 

1.3.16 個人情報の保管及び管理 

 

この契約の履行に際して必要となる個人情報は、すべて当局の保有個人情報

（以下「個人情報」という）であり、この個人情報の取扱いについて、受託者は

以下の事項を遵守しなければならない。 
１ 個人情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の

可能な保管室に格納する等適正に管理する。 
２ 前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳

等を設け個人情報の管理状況を記録する。 
３ 当局から要求があった場合には、前項の管理記録を当局に提出し報告する。 
４ 委託業務の従事者に対し、仕様書の理解及び遵守を周知徹底するとともに、

個人情報の取扱いについて必要な教育を実施する。 
５ 契約終了後、個人情報に係る記録媒体のすべてを当局に遅滞なく返却する。 
６ その他、東京都個人情報の保護に関する条例（平成２年東京都条例第 113

号）に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱う。 
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７  事案発生時における報告 
    受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあ

ることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなけれ

ばならない。なお、委託者の指示があった場合はこれに従うものとする。ま

た、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。  
８  資料等の返却等 

 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又

は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この

契約の終了後又は解除後速やかに委託者に返却し、又は引き渡さなければな

らない。ただし、委託者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、

当該指示に従うものとする。  
９  管埋の確認等 

 委託者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時確認するこ

とができる。また、委託者は必要と認めるときは、受託者に対し個人情報の

取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。  
10  管理体制の整備 
    受託者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特

定するなど管理体制を定めなければならない。 
 11  従事者への周知 
     受託者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事

務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周

知しなければならない。  
12  従事者への教育・研修 
    受託者は、従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な

教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書

面にて委託者に提出すること。 
 13  データの納品、運搬 
     個人情報等の機密性の高い電子データを納品する場合は、電子データに対

して、暗号化等の措置を行うこと。また、外部記録媒体で電子データを運搬す

る場合は、鍵付きのケース等を用いること。  
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14  情報の保管及び管理等に対する義務違反 
（１）受託者又は再委託先において、この仕様書の２から 13 までに定める情報

の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、

この契約を解除することができる。 
（２）（１）に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことに

よって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求

することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被っ

た損害額とする。 
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改 定（P1-9） 現 行（P1-9） 

1.3.14 その他 

 

１ 受託者は、立木、障害物等は、原則として伐採等をしない。やむを得ない場

合は、あらかじめ担当者に申し出て、かつ、所有者又は管理者の了解を得た

後に行う。 
２ 受託者は、委託実施中に生じた著しく困難な部分及び調査不可能な箇所は、

進捗の都度担当者に届出て、指示を受ける。 
３ 受託者は、調査用電力（照明及び動力）及び調査用水の施設を設置する場

合は、関係法規に基づき設備する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.17 その他 

 

１ 受託者は、立木、障害物等は、原則として伐採等をしない。やむを得ない場

合は、あらかじめ担当者に申し出て、かつ、所有者又は管理者の了解を得た

後に行う。 
２ 受託者は、委託実施中に生じた著しく困難な部分及び調査不可能な箇所は、

進捗の都度担当者に届出て、指示を受ける。 
３ 受託者は、調査用電力（照明及び動力）及び調査用水の施設を設置する場

合は、関係法規に基づき設備する。 
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改 定（P1-9） 現 行（P1-9） 

第１章 総   則 

第４節 安 全 管 理 

 
1.4.2 交通及び保安上の措置 

 
１ 受託者は、委託施行中、担当者及び管理者の許可無くして流水及び水陸交

通の妨害となる行為又は公衆に迷惑を及ぼす行為をしない。 
２ 受託者は、供用中の道路に係る委託の施行に当たっては、交通の安全につ

いて担当者、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、

区画線及び道路標識に関する命令(平成２６年内閣府・国土交通省令第４号）、

道路工事現場における標示施設等の設置基準（平成18年３月31日付建設省道

路局長通知）及び道路工事保安施設設置基準（令和元年５月21日付、国関整

道管第8号）に基づき、安全対策を講じる。 
 
 
３ 受託者は、危険防止のため、委託関係者以外の立入を禁止する場合は、仮

囲い、危険防止柵等を設置するとともに、立入禁止の表示をする。夜間にあ

っては、注意灯を点灯するなど保安警戒に十分注意する。 
４ 受託者は、委託区域内に車両又は歩行者の通行があるときは、これらの交

通に十分な施設を設置するとともに、必要に応じて交通整理員を置く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 総   則 

第４節 安 全 管 理 

 

1.4.2 交通及び保安上の措置 

 

１ 受託者は、委託施行中、担当者及び管理者の許可無くして流水及び水陸交

通の妨害となる行為又は公衆に迷惑を及ぼす行為をしない。 
２ 受託者は、供用中の道路に係る委託の施行に当たっては、交通の安全につ

いて担当者、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、

区画線及び道路標識に関する命令(平成24年２月27日付、総理府･国土交通省

令第１号）、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改定について

（平成18年３月31日付国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知国道

利38号・国道国防第206号）及び道路工事保安施設設置基準（案）（昭和47年
２月建設省道路局国道第一課長通知）並びに道路工事保安施設設置基準（平

成18年４月国関整道第65号）に基づき、安全対策を講じる。 
３ 受託者は、危険防止のため、委託関係者以外の立入を禁止する場合は、仮

囲い、危険防止柵等を設置するとともに、立入禁止の表示をする。夜間にあ

っては、注意灯を点灯するなど保安警戒に十分注意する。 
４ 受託者は、委託区域内に車両又は歩行者の通行があるときは、これらの交

通に十分な施設を設置するとともに、必要に応じて交通整理員を置く。 
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改 定（P1-12） 現 行（P1-12） 

受託者提出書類等一覧表  

       
注１契約期間が「着手指定の日から」の場合、着手の前日までに提出

する。なお、業務計画書に含めない場合、契約確定後 14 日（休

日等含む）以内までに提出するものとし、業務計画書に含める場

受託者提出書類等一覧表 
 

       
 
注１工程表については、契約期間が「着手指定の日から」の場合、着

手の前日までに提出する。 
 

部数 提出先 摘要（提出期限の目安等） 提出方法

2 事業部所 契約確定後２日以内

2 〃 　　〃 ○

2 〃 　　〃 ○

2 〃 着手日指定書受領後２日以内

2 〃

着手指定の場合は指定日
その他は、履行期間の初日
※契約書で履行期間の始期が明確になってい
る場合、業務着手日指定書の受書を提出する
場合は提出不要

○

2 〃 　　※１ ○

2 〃 着手後必要の都度

2 〃 必要の都度 ○

2 〃 　　　〃 ○

2 〃       〃     　　　※２

1 〃 　　　〃

2 〃
　　　〃
※設計図書に休日等の作業の定めがある場
合、提出不要

○

3 〃 委託が完了した日 ○

3 〃 　　　〃 ○

別途指示 〃       〃           　　　※３ ○

3 〃 完了検査完了後

3 〃 　　　〃

1 契約部所 必要の都度

別途指示 事業部所       〃 ○

1 〃       〃　　　　　　※４

2 〃
本文1.1.7（業務実績データ作成、登録）
参照

○

2 〃 必要の都度 ○

2 〃 　　　〃 ○

2 〃
指示書、改善指示書、改善命令書により指定し
た日
※原則として電子メールでのやり取りとする

◎

2 〃
業務又は作業計画書の提出は各編の規定に
よる

○

改善報告書

(〇〇)計画書

◎原則、電子でやり取りする書類、○電子提出可能な書類（※５）

承諾書

事故発生報告書

調査委託証明書発行
申請書、返納書
業務実績データ受領書
の写し

（　　　　　　　）承諾申請書

(協議・報告)　書

休日等の作業届

委託完了届

委託完了届（契約金額200万円未
満の委託に使用）

完成図書

完成契約金額請求書
[前払金無]
完成契約金額請求書
[前払金有]

業務変更通知書（第　回）

名称

代理人及び主任技術者等
通知書

経歴書（　）

技術者及び協力会社届

業務着手日指定書

委託着手届

工程表

前払金請求書

打合せ議事録

既済部分検査請求書（第　回）

業務（　　）通知書
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合は提出不要とする。 
注２（ ）の中には、全部中止、一部中止、全部中止継続、一部中止

継続、全部中止解除、一部中止解除のいずれかを記入する。 
注３成果物及び提出部数並びに提出方法は特記仕様書によるほか担

当者の指示による。 
 
 
注４調査委託証明書は業務終了後、速やかに当局に返却すること。 
注５電子で提出した書類は、原則として紙の提出は不要とする。なお、

電子で書類の受け渡しを行う場合、事前に担当者の承諾を得るととも

に、受領確認記録を残しておくこと。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注２（ ）の中には、全部中止、一部中止、全部中止継続、一部中止

継続、全部中止解除、一部中止解除のいずれかを記入する。 
注３以下の図書を除き、成果物及び提出部数は仕様書によるほか担当

者の指示による。 
地質調査委託 土質調査報告書５部、土質標本１部 
設計委託 環境物品等使用予定チェックリスト２部 

注４調査委託証明書は業務終了後、速やかに当局に返却すること。 
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改 定（P2-2） 現 行（-） 

（地質調査編） 

第１章 調査施行 

第１節 一 般 事 項 

 
1.1.5 代理人及び主任技術者   
 
１ 受託者は、調査業務における代理人及び主任技術者を定め、委託者に通知

する。これらの者を変更したときも同様とする。 
２ 代理人は、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約に基

づく受託者の一切の権限を行使することができる。 
３ 受託者は前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、代理人に委

任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限を委託

者に通知しなければならない。 
４ 主任技術者は、契約図書等に基づき、契約上の権限の行使又は義務の履行

に関する技術上の管理を行う。 
５ 主任技術者は、調査等の履行に当たり、技術士（総合技術監理部門（業務に

該当する選択科目）又は業務に該当する部門）又はこれと同等の能力と経験

を有する技術者、シビルコンサルティングマネージャ（ＲＣＣＭ、業務に該

当する部門）あるいは地質調査技士の資格保有者であり、日本語に堪能でな

ければならない。 
６ 主任技術者は、野外における調査に際しては、使用人等に適宜、安全対策、

環境対策、衛生管理、受託者が行うべき地元関係者に対する応対等の指導及

び教育を行うとともに、調査が適正に行われるよう管理・監督しなければな

らない。 
７ 主任技術者は、担当者が指示する関連のある調査業務等の受託者と十分に

協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 
８ 代理人は、主任技術者を兼ねることができる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【新規】 
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改 定（P2-2） 現 行（-） 

1.1.6 担当技術者   
 
１ 「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受託者が定

めた者をいう。 
２ 受託者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名そ

の他必要な事項を担当者に提出する。（主任技術者と兼務するものを除く） 
３ 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならな

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

【新規】 
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改 定（P2-2,2-2-1） 現 行（-） 

1.1.7 調査業務計画書   
 
１ 受託者は、契約確定後 14 日（休日等含む）以内（契約期間が「着手指定の

日から」の場合は着手の前日まで）に調査業務計画書を作成し、担当者に提

出しなければならない。 
２ 調査業務計画書には、契約図書に基づき下記の事項を記入する。 
（１）業務概要 
（２）実施方針 
（３）業務工程 
（４）業務組織計画 
（５）打合せ計画 
（６）成果品の内容、部数 
（７）使用する主な図書及び基準 
（８）連絡体制（緊急時含む） 
（９）使用機械の種類、名称、性能（一覧表にする） 
（10）仮設備計画 
（11）建設副産物対策関連書類（該当する場合） 
（12）その他 

３ 受託者は、調査業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確に

したうえ、その都度担当者に変更調査業務計画書を提出しなければならない。 
４ 担当者が指示した事項については、受託者はさらに詳細な調査業務計画に

係る資料を提出しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

【新規】 
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改 定（P2-2-1,2-2-2） 現 行（P2-2） 

第１章 調査施行 

第２節 原位置試験 

 
1.2.3 孔内水平載荷試験 
 
１ JGS 1531 の「地質の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験方法」 

による。 
２ ボーリング孔は、試験精度をよくするために孔壁を乱さないように平滑に

仕上げなければならない。 
３ 試験は掘削終了後、速やかに実施しなければならない。 
４ 最大圧力は、試験目的や地質に応じて適宜設定するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 調査施行 

第２節 原位置試験 

 
1.2.3 孔内水平載荷試験 
 
１ JGS 1421 の「孔内水平載荷試験方法」による。 
 
２ ボーリング孔は、試験精度をよくするために孔壁を乱さないように平滑に

仕上げなければならない。 
３ 試験は掘削終了後、速やかに実施しなければならない。 
４ 最大圧力は、試験目的や地質に応じて適宜設定するものとする。 
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改 定（P2-3,2-4） 現 行（P2-3,2-4） 

第１章 調査施行 

第３節 土 質 試 験 

 
1.3.1 土質試験 

 
土質試験は、ＪＩＳ、ＪＧＳに基づく次の試験のうち、設計に必要となるデ

ータ取得を考慮して、試験実施内容を担当者に確認の上、選択・決定する。 
(１) 土粒子密度試験 
(２) 土の含水比試験 
(３) 土の粒度試験 
(４) 土の液性限界試験 
(５) 土の塑性限界試験 
(６) 土の一軸圧縮試験 
(７) 土の圧密試験 
(８) 土の透水試験 
(９) 直接せん断試験 
(10) 土の三軸圧縮試験 
(11) 腐食性土壌（当局が指示した場合） 

ア 酸化還元電位 
イ  比 抵 抗 
ウ  ｐＨ 

 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 調査施行 

第３節 土 質 試 験 

 
1.3.1 土質試験 

 
土質試験は、ＪＩＳ、ＪＧＳに基づく次の試験のうち、設計に必要となるデ

ータ取得を考慮して、試験実施内容を担当者に確認の上、選択・決定する。 
(１) 土粒子密度試験 
(２) 土の含水量試験 
(３) 土の粒度試験 
(４) 土の液性限界試験 
(５) 土の塑性限界試験 
(６) 土の一軸圧縮試験 
(７) 土の圧密試験 
(８) 土の透水試験 
(９) 直接せん断試験 
(10) 土の三軸圧縮試験 
(11) 腐食性土壌（当局が指示した場合） 

ア 酸化還元電位 
イ  比 抵 抗 
ウ  ｐＨ 
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改 定（P2-4） 現 行（P2-4） 

第１章 調査施行 

第４節 調査の報告 

 
1.4.1 土質調査報告書 

 
１ 土質調査報告書は（公社）地盤工学会制定の試験成果報告書の様式を使用

し、原図一式の他Ａ４判に製本して提出する。 
 なお、特記仕様書に規定がある場合は、それによる。 

２ 土質調査報告書の構成は、次のとおりとする。 
一 般 平 面 図 ボーリング地点を表示した案内図（調査番号、深度、孔

径等を表示した一覧図） 
オ フ セ ッ ト 図 ボーリング地点を撤去等のおそれのない地先境界の角

等３点以上の基点から測量したオフセット図 
土 質 柱 状 図 各ボーリング地点の土質状況を柱状にした一覧図（土

質名、地下水位、標準貫入試験結果等） 
総 合 土 質 図 各ボーリング地点の土質柱状図を総合して、全体土質

の推定を行う。必要に応じて縦断面、横断面に分ける。 
土 質 試 験 成 績 書 1.3.1 に示す各試験成績書 
総 合 解 析 上記の調査結果に基づき、全体の土質力学的解析を含

めて、当局の意図する目的に対し、土質構成上からの考

察、見解を記述する。 
調 査 記 録 写 真 調査状況写真を撮影し、報告書に添付する。 

 
 
 
 
 
 
 

第１章 調査施行 

第４節 調査の報告 

 
1.4.1 土質調査報告書 

 
１ 土質調査報告書は（公社）地盤工学会制定の試験成果報告書の様式を使用

し、原図一式の他Ａ４判に製本して提出する。 
 なお、特に担当者の指示するものについては、その指示による。 

２ 土質調査報告書の構成は、次のとおりとする。 
一 般 平 面 図 ボーリング地点を表示した案内図（調査番号、深度、孔

径等を表示した一覧図） 
オ フ セ ッ ト 図 ボーリング地点を撤去等のおそれのない地先境界の角

等３点以上の基点から測量したオフセット図 
土 質 柱 状 図 各ボーリング地点の土質状況を柱状にした一覧図（土

質名、地下水位、標準貫入試験結果等） 
総 合 土 質 図 各ボーリング地点の土質柱状図を総合して、全体土質

の推定を行う。必要に応じて縦断面、横断面に分ける。 
土 質 試 験 成 績 書 1.3.1 に示す各試験成績書 
総 合 解 析 上記の調査結果に基づき、全体の土質力学的解析を含

めて、当局の意図する目的に対し、土質構成上からの考

察、見解を記述する。 
調 査 記 録 写 真 調査状況写真を撮影し、報告書に添付する。 
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改 定（P2-6） 現 行（P2-6） 

第２章 可燃性ガス調査 

第１節 一 般 事 項 

 
2.1.2 調査実施計画書 

 

受託者は、着手に先立ち調査内容等について、1.1.7 調査業務計画書により調

査実施計画書を作成し、担当者に提出する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 可燃性ガス調査 

第１節 一 般 事 項 

 
2.1.2 調査実施計画書 

 

受託者は、着手に先立ち調査内容等について調査実施計画書を作成し、担当

者に提出する。 
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改 定（P2-7） 現 行（P2-7） 

第２章 可燃性ガス調査 

第３節 報 告 書 

 
2.3.1 報告書 

 
受託者は調査終了後、特記仕様書に基づき、速やかに報告書を提出する。な

お、特記仕様書に規定がない場合は、速やかに下記の図書を土質調査報告書に

含めて、担当者に提出する。 
（１）報告書（Ａ４版複写図面製本）         
（２）報告書（原図）                
（３）調査記録写真                 
（４）その他、担当者の指示する書類  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 可燃性ガス調査 

第３節 報 告 書 

 
2.3.1 報告書 

 

調査終了後、速やかに下記の図書を土質調査報告書に含めて、担当者に提出

する。 
 
（１）報告書（Ａ４版複写図面製本）        ６部 
（２）報告書（原図）               １部 
（３）調査記録写真                １部 
（４）その他、担当者の指示する書類        １部 
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改 定（P3-1） 現 行（P3-1） 

（測量調査委託編） 

第１章 総   則 

第１節 調査施行の適正化 

 

1.1.1 測量用機器の検定 

 
測量用機器は各作業に適したものを使用する。 

 セオドライト、測距儀、鋼巻尺、レベル、水準測量作業用電卓、トータルステ

ーション（データコレクタを含む）、ＧＰＳ測量機等は所定の方法により点検及

び検定を行い、高度な技術を有する第三者機関の検定証明書等を作業計画書に

添付して提出する。 
なお、第三者機関は、都作業規程に従うものでなければならない。 

 ただし、担当者が不適当と認められたときは、取替を命ずることがある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（測量調査委託編） 

第１章 総   則 

第１節 調査施行の適正化 

 

1.1.1 測量用機器等 

 
測量用機器は各作業に適したものを使用する。 

 セオドライト、光波測距儀、鋼巻尺、レベル、水準測量用電卓、トータルステ

ーション（データコレクタを含む）、ＧＰＳ測量機等は所定の方法により点検及

び検定を行い、（公社）日本測量協会測量技術センター等高度な技術を有し、東

京都公共測量作業規程に従った第三者機関の検定証明書等を提出する。 
 
 ただし、担当者が不適当と認められたときは、取替を命ずることがある。 
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改 定（P3-1） 現 行（P3-1） 

1.1.3 代理人及び主任技術者   
 
１ 受託者は、測量業務における代理人及び主任技術者を定め、委託者に通知

する。これらの者を変更したときも同様とする。 
２ 代理人は、契約の履行に関し、測量業務の管理及び統括を行うほか、契約

に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。 
３ 受託者は前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、代理人に委

任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限を委託

者に通知しなければならない。 
４ 主任技術者は、契約図書等に基づき、契約上の権限の行使又は義務の履行

に関する技術上の管理を行う。 
５ 測量業務に従事する主任技術者は、測量法による測量士の有資格者であり、

かつ測量業務に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者

又は発注者が承諾した者とする。 
なお、日本語に堪能でなければならない。 

６ 主任技術者は、野外における測量業務に際しては、測量作業員等に適宜、

安全対策、環境対策、衛生管理、受託者が行うべき地元関係者に対する応対

等の指導及び教育を行うとともに、測量業務が適正に行われるよう管理・監

督しなければならない。 
７ 主任技術者は、担当者が指示する関連のある測量業務の受託者と十分に協

議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 
８ 代理人は、主任技術者を兼ねることができる。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

【新規】 
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改 定（P3-1,3-1-1） 現 行（P3-1） 

1.1.4 担当技術者   
 
１ 担当技術者とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受託者が定め

た者をいう。 
２ 受託者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名そ

の他必要な事項を担当者に提出する。（主任技術者と兼務するものを除く） 
３ 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならな

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

【新規】 
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改 定（P3-1-1） 現 行（-） 

1.1.5 作業計画書   
 
１ 受託者は、契約確定後 14 日（休日等を含む）以内（契約期間が「着手指定

の日から」の場合は着手の前日まで）に作業計画書を作成し、担当者に提出

しなければならない。 
２ 作業計画書には、担当者の指示により以下の事項を記載する。 
（１） 業務概要（委託件名、作業量、作業地域、契約年月日、納期） 
（２） 実施方針（作業工程） 
（３） 業務実施計画表 
（４） 業務組織計画（作業編成） 
（５） 打合せ計画 
（６） 成果品の内容、部数 
（７） 使用する主な図書及び基準 
（８） 連絡体制（緊急時含む） 
（９） 安全管理 
（10） 精度管理 
（11） 使用する主な機器 
（12） その他 
３ 受託者は、作業計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にし

たうえその都度担当者に変更作業計画書を提出しなければならない。 
４ 担当者の指示した事項については、受託者はさらに詳細な作業計画書に係

る資料を提出しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

【新規】 
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改 定（P3-1-1,3-1-2） 現 行（-） 

1.1.6 準拠すべき図書   
 

各種の測量は、次の法律及び図書に準拠して行うものとする。 
なお、次の法律及び図書以外のものに準拠する場合は、あらかじめ担当者の

承諾を受ける。 
 

  
 
なお、２ 東京都公共測量作業規程は、作業規程の準則（平成 20 年国土交通

省告示第 413 号、平成 23 年３月 31 日付国土交通省告示第 334 号[一部改正]、
平成 25 年３月 29 日付国土交通省告示第 286 号[一部改正]、平成 28 年３月 31
日付国土交通省告示第 565 号[一部改正]、令和２年３月 31 日付国土交通省告示

第 461 号[一部改正]）を以下のとおり読み替えて準用する 

 

 

 

 

 

 

【新規】 

 

 

 

 

 

 

 

番号 名称 適用

1 測量法 国土地理院

2 東京都公共測量作業規程 東京都

3
公共測量作業規程の準則
基準点測量記載要領

公益社団法人日本測量協会

4
公共測量作業規程の準則
解説と運用

〃

5 国土調査法 国土交通省

6 基準点測量作業規程準則（国土調査法） 〃

7 不動産登記法 法務省

8 水準基標測量成果表 東京都土木技術支援・人材育成センター

9 東京都公共基準点測量作業規程 〃

10 東京都公共基準点使用要領 〃

11 東京都道公共基準点管理保全要綱 東京都建設局道路管理部

12 CAD製図基準（案） 東京都水道局　国土交通省

13 設計業務等の電子納品要領 東京都水道局

14 土木設計業務等の電子納品要領（案） 国土交通省

15 測量成果電子納品要領 東京都水道局

16 測量成果電子納品要領（案） 国土交通省
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（１） 本文中の「準則」とあるのは「規程」と読み替える。 
（２） 第１条第１項中の「第 34 条」とあるのは「第 33 条第１項」と読み替え

るものとし、同条第２項中の「規程は、」の下に「東京都が行う」を加え

る。 
（３） 第２条中の「公共測量」とあるのは「この規定を適用して行う測量」と

読み替える。 
（４） 附則中の「平成 20 年４月１日」、「平成 23 年４月１日」、「平成 25 年４

月１日」、「平成 28 年４月１日」並びに「令和２年４月１日」とあるのは

「承認日」とそれぞれ読み替える。 
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改 定（P3-1-2,3-2） 現 行（P3-1,3-2） 

第１章 総   則 

第２節 測量の計算 

 

1.2.3 計算結果の表示 

 
１ 測量計算結果については、原則として、次表のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 

 
※角値、方向角 ： 秒単位 
 
２ 用地測量で面積を算出する場合、座標法による。なお、座標法による面積

計算は、直角座標法による。数値三斜法で面積計算されているものについて

第１章 総   則 

第２節 測量の計算 

 

1.2.3 計算結果の表示 

 
１ 測量計算結果については、原則として、次に示す桁数までを表示する。 
(１) 辺長、距離  ｍ 単位 小数点以下３桁 
(２) 面積     ㎡ 単位 少数点以下６桁ないし７桁 
(３) 角値、方向角 秒 単位 
(４) 座標値    ｍ 単位 小数点以下３桁 
 このほか、端数の処理方法等は下表のとおりとする。 
 

   
 
 

２ 用地測量で面積を算出する場合、座標法によって算出した面積と、三斜法

によって算出した面積との差が次ぎの範囲内であるときは、三斜法によって

測量の種類
表示数値の

種類
単位

表示の
けた数

処理方法

基準点測量 辺 長

水準測量 距 離

路線測量 座標値

河川測量 標 高

座標値

境界辺長

面 積 ｍ２
小数点以下６ま

たは７けた

用地測量

ｍ
小数点以下３け

た

小数点以下４け
た目を四捨五入

する

小数点以下４け
た目を切捨てと

する

表示数値 処理方法 単位 表示の桁数

辺　　　　長

距　　　　離

座　 標 　値

標　　　　高   ｍ 小数点以下３桁

境 界 辺 長

底　　　　辺

垂　　　　線

乗積及び合計

  ㎡

面　　　　積

小数点以下６桁

小数点以下３
桁目を切り捨

て

小数点以下２桁

小数点以下４
桁目を四捨五
入

小数点以下４

桁目を切り捨
て
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は、座標法による面積と比較し下記の範囲を越える場合は、垂線及び底辺の

㎜位の切捨て、切上げを考慮して㎜位の調整を行うこと（座標面積を超えな

い範囲で調整を行うこと）とし、詳細は担当者の指示による。 
(１) 座標面積 １筆 500 ㎡未満は、0.02 ㎡以内 
(２) 座標面積 １筆 500 ㎡以上は、座標面積の 1/25,000 以内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

算出した面積を決定面積とする。 
 
 
(１) 座標面積 １筆 500 ㎡未満は、0.02 ㎡以内 
(２) 座標面積 １筆 500 ㎡以上は、座標面積の 1/25,000 以内 
 ただし、算出した面積が上に定める範囲を越えるときは、当該長さの㎜位

（垂線長で調整）について、その範囲を越えないように整理する。 
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改 定（P3-2） 現 行（P3-2） 

1.2.4 測量成果の検定 

 
受託者は、特記仕様書に測量成果の検定を行う定めのある場合は、担当者の指

示により高度な技術水準を持つ東京都公共測量作業規程に従った第三者機関に

よる検定を受ける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.4 測量成果の検定 

 
受託者は、特記仕様書に測量成果の検定を行う定めのある場合は、調査委託担

当者の指示により（公社）日本測量協会測量技術センター等高等な技術水準を持

つ東京都公共測量作業規程に従った第三者機関による検定を受ける。 
 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 【調査・設計委託標準仕様書】 令和４年４月 一部改定及び訂正 

40 

改 定（P5-1） 現 行（P5-1） 

（設計委託編） 

第１章 設 計 施 工 

 
1.1 準拠すべき図書 

 

受託者は、設計に当たり準拠することとなる図書類等は、あらかじめ担当者

と協議する。 
 なお、図書類のうち主な水道関連等図書は次のとおりである。 
(１)水道施設設計指針                (日本水道協会) 
(２)水道維持管理指針                (   〃   ) 
(３)水道施設耐震工法指針・解説           (   〃   ) 
(４)配水管設計の手引き               (東京都水道局) 
(５)配水管工事標準仕様書               (   〃   ) 
(６)配水管工事標準図                 (   〃   ) 
(７)機械・電気設備工事標準仕様書           (   〃   ) 
(８)東京都水道用配管材料仕様書（ダクタイル鋳鉄管）      (   〃   ) 
(９)東京都水道用配管材料仕様書（鋼管及びステンレス鋼管）       (   〃   ) 
(10)東京都水道用配管材料仕様書（弁類）       (   〃   ) 
(11)東京都水道用配管材料仕様書（鉄蓋及び弁キョウ）       (   〃   ) 
(12)東京都土木工事標準仕様書             (東京都財務局) 
(13)土木材料仕様書                  (東京都建設局) 
(14)東京都水道局耐震設計ガイドライン          (東京都水道局) 

 

 
 
 
 
 
 

（設計委託編） 

第１章 設 計 施 工 

 
1.1 準拠すべき図書 

 

受託者は、設計に当たり準拠することとなる図書類等は、あらかじめ担当者

と協議する。 
 なお、図書類のうち主な水道関連等図書は次のとおりである。 
(１)水道施設設計指針                (日本水道協会) 
 

 (２)水道施設耐震工法指針・解説           (   〃   ) 
(３)配水管設計の手引き               (東京都水道局) 
(４)配水管工事標準仕様書               (   〃   ) 
(５)配水管工事標準図                 (   〃   ) 
(６)機械・電気設備工事標準仕様書           (   〃   ) 
(７)東京都水道用配管材料仕様書（ダクタイル鋳鉄管）      (   〃   ) 
(８)東京都水道用配管材料仕様書（鋼管及びステンレス鋼管）        (   〃   ) 
(９)東京都水道用配管材料仕様書（弁類）       (   〃   ) 
(10)東京都水道用配管材料仕様書（鉄蓋及び弁キョウ）       (   〃   ) 
(11)東京都土木工事標準仕様書             (東京都財務局) 
(12)土木材料仕様書                  (東京都建設局) 
(13)東京都水道局耐震設計ガイドライン          (東京都水道局) 
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改 定（P5-1,5-1-1） 現 行（-） 

1.3 代理人及び主任技術者   
 
１ 受託者は、設計業務等における代理人及び主任技術者を定め、委託者に通

知する。これらの者を変更したときも同様とする。 
２ 代理人は、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約に基

づく受託者の一切の権限を行使することができる。 
３ 前項の規定にかかわらず、受託者は自己の有する権限のうち、代理人に委

任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限を委託

者に通知しなければならない。 
４ 主任技術者は、契約図書等に基づき、契約上の権限の行使又は義務の履行

に関する技術上の管理を行う。 
５ 主任技術者は、設計業務等の履行に当たり、技術士（総合技術監理部門（業

務に該当する選択科目）又は業務に該当する部門）又はこれと同等の能力と経

験を有する技術者、あるいはシビルコンサルティングマネージャ（業務に該当

する部門、以下「ＲＣＣＭ」という。）の資格保有者であり、日本語に堪能でな

ければならない。 
６ 主任技術者は、担当者が指示する関連のある設計業務等の受託者と十分に

協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 
７ 主任技術者は、１.４に規定する審査の確認を行わなければならない。 
８ 代理人は、主任技術者を兼ねることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
【新規】 
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改 定（P5-1-1） 現 行（-） 

1.4 審査を担当する技術者及び審査の実施   
 
１ 一般事項 

（１）受託者は、業務を履行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な

比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとと

もに、さらに審査を実施し、完成図書等に誤りがないよう努めなければ

ならない。 
（２）受託者は、審査計画を設計業務計画書に記載する。 
（３）受託者は、審査業務を担当する技術者を定め、「技術者及び協力会社

届」により委託者に通知する。なお、審査を担当する技術者は主任技

術者を兼ねることができない。 
また、特記仕様書において審査の体制を別に定める場合は、それに

従う。 
（４）審査を担当する技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当

する選択科目）又は業務に該当する部門）又はこれと同等の能力と経

験を有する技術者、あるいはＲＣＣＭ（業務に該当する部門）の資格

保有者でなければならない。 
（５）審査を担当する技術者は、業務の節目ごとにその成果の確認を行うと

ともに、成果の内容については、受託者の責において審査を担当する技

術者自身による審査を行わなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
【新規】 
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改 定（P5-1-1） 現 行（-） 

1.5 担当技術者   
 
１ 受託者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名そ

の他必要な事項を担当者に通知する。（主任技術者と兼務するものを除く） 
２ 担当技術者は、設計図書に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 
３ 担当技術者は１.４で規定する審査を担当する技術者を兼ねることはでき

ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
【新規】 
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改 定（P5-1-2） 現 行（-） 

1.6 設計業務計画書   
 
１ 受託者は、契約確定後１４日（休日等含む）以内（契約期間が「着手指定の

日から」の場合は着手の前日まで）に設計業務計画書を作成し、担当者に提

出しなければならない 
２ 設計業務計画書には、以下の事項を記入する。 
（１）設計業務概要 
（２）実施方針 
（３）工程表 
（４）業務組織計画 
（５）打合せ計画 
（６）成果品の品質を確保するための計画 
（７）成果品の内容、部数 
（８）使用する主な図書及び基準 
（９）連絡体制（緊急時含む） 
（10）使用する主な機器 
（11）その他 

なお、受託者は設計図書において定める審査事項について記載する。 
３ 受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にした

うえ、その都度担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。 
４ 担当者が指示した事項については、受託者はさらに詳細な業務計画に係わ

る資料を提出しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
【新規】 
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改 定（P5-1-2） 現 行（P5-1） 

1.7 許容応力度等 
 
許容応力度等の各種設計条件は、原則として 1.1.1（準拠すべき図書）等に定

めるもののほかは特記仕様書に示す。ただし、これらに示されていないものにつ

いてはあらかじめ担当者の指示を受ける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 許容応力度等 
 
許容応力度等の各種設計条件は、原則として 1.1.1（準拠すべき図書）等に定

めるもののほかは特記仕様書に示す。ただし、これらに示されていないものにつ

いてはあらかじめ担当者の指示を受ける。 
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改 定（P5-2） 現 行（P5-2） 

1.8 電子計算機による計算 
 
受託者は、応力計算を電子計算機で行う場合は、プログラムの主要部分（又は

フローチャート）及びインプットデータを提示し、あらかじめ担当者の確認を受

ける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 電子計算機による計算 

 
受託者は、応力計算を電子計算機で行う場合は、プログラムの主要部分（又は

フローチャート）及びインプットデータを提示し、あらかじめ担当者の確認を受

ける。 
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改 定（P5-2） 現 行（P5-2） 

1.9 環境物品等の調達方針 
 
１ 基本事項 

受託者は、本業務の実施に当たって、その対象となる工事で使用する資 
材、建設機械、工法、目的物については、「東京都環境物品等調達方針（公共

工事）」（以下「調達方針」という。）の規定に従い、本業務の趣旨や設計目的

等を踏まえ、調達方針に定められた環境物品等の選択に努めなければならな

い。 
 
 

２ 特別品目等使用の検討 
   受託者は、本業務の実施に当たって、調達方針の規定に従い、発注者の 

設計基準、材料使用規定、占用（使用）工事の場合は管理者条件等に照ら 
し合わせて特別品目を使用することが可能かどうか精査を行い、使用が可能

な場合は、特別品目を選択し、その旨を担当者に提案しなければならない。 
  また、発注者の設計基準、材料使用規定、占用（使用）工事の場合は管 
理者条件等に該当しない場合であっても、材料の使用部位、要求強度、性 
能及び品質、特別品目の生産・供給状況、製造場所から工事現場までの距 
離等を勘案して、特別品目が使用可能かどうか精査を行い、使用が可能 
な場合はその旨を担当者に提案しなければならない。 
 なお、担当者から特別品目、特定調達品目、調達推進品目を使用するよ 
う指示があった場合は、それを選択する。 

３ チェックリストの作成 
  受託者は、本業務の実施に当たって、特別品目、特定調達品目、調達推 
進品目に関する精査の結果について、特別品目の場合は「環境物品等（特 
別品目）チェックリスト」を、特定調達品目の場合は「環境物品等（特定 
調達品目）使用予定（実績）チェックリスト」を、調達推進品目の場合は 
「環境物品等（調達推進品目）使用予定（実績）チェックリスト」を作成 
（チェックシートは都のホームページからダウンロードするなどして入手 

1.5 環境物品等の調達方針 

 

１ 基本事項 
受託者は、本業務の実施に当たって、その対象となる工事で使用する資 

材、建設機械、工法、目的物については、「国等による環境物品等の調達推進

等に関する法律」（平成 12 年法律第 100 号）及び「東京都建設リサイクルガ

イドライン」（平成 23 年 6 月東京都）に基づき都が作成した「東京都環境物

品等調達方針（公共工事）」（以下「調達方針」という。）の規定に従い、本業

務の趣旨や設計目的等を踏まえ、調達方針に定められた環境物品等の選択に

努めなければならない。 
２ 特別品目等使用の検討 

   受託者は、本業務の実施に当たって、調達方針の規定に従い、発注者の 
設計基準、材料使用規定、占用（使用）工事の場合は管理者条件等に照ら 
し合わせて特別品目を使用することが可能かどうか精査を行い、使用が可能

な場合は、特別品目を選択し、その旨を担当者に提案しなければならない。 
  また、発注者の設計基準、材料使用規定、占用（使用）工事の場合は管 
理者条件等に該当しない場合であっても、材料の使用部位、要求強度、性 
能及び品質、特別品目の生産・供給状況、製造場所から工事現場までの距 
離等をい勘案して、特別品目が使用可能かどうか精査を行い、使用が可能 
な場合はその旨を担当者に提案しなければならない。 
 なお、担当者から特別品目、特定調達品目、調達推進品目を使用するよ 
う指示があった場合は、それを選択する。 

３ チェックリストの作成 
  受託者は、本業務の実施に当たって、特別品目、特定調達品目、調達推 
進品目に関する精査の結果について、特別品目の場合は「環境物品等（特 
別品目）チェックリスト」を、特定調達品目の場合は「環境物品等（特定 
調達品目）使用予定（実績）チェックリスト」を、調達推進品目の場合は 
「環境物品等（調達推進品目）使用予定（実績）チェックリスト」を作成 
（チェックシートは都のホームページからダウンロードするなどして入手 
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する。）して「リサイクル計画書」に添付の上、担当者に提出し、確認を 
受けなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

する。）して「リサイクル計画書」に添付の上、担当者に提出し、確認を 
受けなければならない。 
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改 定（P5-2,5-2-1） 現 行（-） 

1.10 建設リサイクル関係   
 

受託者は、設計業務等を実施するに当たっては、「東京都建設リサイクルガイ

ドライン」に定める「リサイクル計画書」（詳細（実施）設計段階）を作成し、

完成図書に含めて担当者に提出すること。 
なお、「リサイクル計画書」（詳細（実施）設計段階）には下記書類を添付する

こと。 
・再生資源利用（促進）計画書 

建設副産物の発生抑制、再使用・再生利用及び適正処理について十分に検討

し、その結果を、本計画書として取りまとめる。なお、再生資源利用（促進）

計画書は、国土交通省のホームページ（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ 
region/recycle/index.htm）に掲載されている「建設リサイクルデータ統合シス

テム」（CREDAS）をダウンロードするなどして作成することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規】 
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改 定（P5-3） 現 行（P5-3） 

第２章 完 成 図 書 

 
2.1 完成図書 

 
１  完成図書は特記仕様書による。特記仕様書に規定がない場合は次のとおり

とし、提出部数は担当者の指示による。 
(１)  応力計算書（構造計算書、仮設の応力計算書等） 
(２)  設計図（一般及び詳細） 
(３)    〃  （縮小版） 
(４)  数量計算書（数量内訳書を含む） 
(５)  施工計画書 
(６)  仕様書（工事仕様及び材料仕様） 
(７)  調査資料 
(８)  見本品 
(９)  官公署等への申請書 

２  受託者は、応力計算に際しては、数値計算のほか適用公式も記載し、計算根

拠を明確に整理しておく。 
 なお、参考に供した図書類、使用した表等については、すべて明らかにし

ておき、担当者の指示ある場合には、必要な部分の写しを提出する｡ 
３ 数量計算書は、工事積算に必要なものは詳細に記載する。 
４ 施工計画書には、設計の基本的考え方、特徴、施工上の注意点、施工順序、

方法及び条件等について詳細に記載する。 
 なお、建設副産物の検討においては、東京都建設リサイクルガイドライン

に基づき、発生する建設副産物の種類・質・数量等の把握や発生抑制、再利

用を促進する工法・資材の採用可否及び種類に応じた処理方法等について「リ

サイクル計画書」として取りまとめ作成する。 
５ 仕様書は、それぞれの工種について、この設計条件に基づいた方法で詳細

に記載する。 
６ 完成図書は、特に指定されたものを除いてＡ４判で提出する。 

第２章 完 成 図 書 

 
2.1 完成図書 

 
１  完成図書は次のとおりとし、提出部数は別に定めるところによる。 
 

(１)  応力計算書（構造計算書、仮設の応力計算書等） 
(２)  設計図（一般及び詳細） 
(３)    〃  （縮小版） 
(４)  数量計算書（数量内訳書を含む） 
(５)  施工計画書 
(６)  仕様書（工事仕様及び材料仕様） 
(７)  調査資料 
(８)  見本品 
(９)  官公署等への申請書 

２  受託者は、応力計算に際しては、数値計算のほか適用公式も記載し、計算根

拠を明確に整理しておく。 
 なお、参考に供した図書類、使用した表等については、すべて明らかにし

ておき、担当者の指示ある場合には、必要な部分の写しを提出する｡ 
３ 数量計算書は、工事積算に必要なものは詳細に記載する。 
４ 施工計画書には、設計の基本的考え方、特徴、施工上の注意点、施工順序、

方法及び条件等について詳細に記載する。 
 なお、建設副産物の検討においては、東京都建設リサイクルガイドライン

に基づき、発生する建設副産物の種類・質・数量等の把握や発生抑制、再利

用を促進する工法・資材の採用可否及び種類に応じた処理方法等について「リ

サイクル計画書」として取りまとめ作成する。 
５ 仕様書は、それぞれの工種について、この設計条件に基づいた方法で詳細

に記載する。 
６ 完成図書は、特に指定されたものを除いてＡ４判で提出する。 
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７ 設計図等の記載事項及び縮尺等は、原則として、次表及び附則「完成図面

作成要領」による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７ 設計図等の記載事項及び縮尺等は、原則として、次表及び附則「完成図面

作成要領」による。 
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改 定（P6-2,6-3） 現 行（P6-2,6-3） 

附則－１ 完成図面作成要領 

5 図面作成上の注意 

(１) 縮  尺 
  Ａ３で作成する図面の縮尺は、次の基準によること。なお、図面にはＡ１サイズに拡

大印刷した場合の縮尺を別途括弧書きで記入すること。（Ａ１サイズで図面を作成する

場合は、括弧書きでＡ３に縮小印刷した場合の縮尺を記入） 
  ア 案内図  1:6000～1:20000 又は 1:10000～1:20000 
  イ 平面図  1:1000 
  ウ 縦断面図 縦1:200 横 1:1000 
  エ 横断面図、側面図、詳細図等は担当者の指示による。 
  オ オフセット図 1:400～1:600 
  (２) 平 面 図 

ア 図は、原則として「北」を上方とする。 
イ 図の右上には、指定する縮尺の案内図を記入する。 
ウ 道路には、国道、都道、区道等の区別、境界を明示し、通称道路 
名、道路番号、舗装の種別も記入する。 

エ 河川には、その名称、流路幅、流水方向、その他必要事項を記入 
する。 

オ 路線内の埋設物の名称、位置、土被り、形質、寸法等を記入する。 
カ 表示記号は、表－３による。 
キ 中心線は 20ｍ毎の測点番号を付する。 

(３) 縦 断 面 図 
ア 地形の縦断面は、平面図の中心線測点毎に沿って書き、著しい変 
化のある場合は細部も記入する。 

附則－１ 完成図面作成要領 

5 図面作成上の注意 

(１) 縮  尺 
  Ａ３で作成する図面の縮尺は、次の基準によること。なお、図面にはＡ１サイズに拡

大印刷した場合の縮尺を別途括弧書きで記入すること。（Ａ１サイズで図面を作成する

場合は、括弧書きでＡ３に縮小印刷した場合の縮尺を記入） 
  ア 案内図  1:6000～1:20000 又は 1:10000～1:20000 
  イ 平面図  1:1000 
  ウ 縦断面図 縦1:200 横 1:1000 
  エ 横断面図、側面図、詳細図等は担当者の指示による。 
  オ オフセット図 1:400～1:600 
  (２) 平 面 図 

ア 図は、原則として「北」を上方とする。 
イ 図の右上には、指定する縮尺の案内図を記入する。 
ウ 道路には、国道、都道、区道等の区別、境界を明示し、通称道路 

名、道路番号、舗装の種別も記入する。 
エ 河川には、その名称、流路幅、流水方向、その他必要事項を記入 

する。 
オ 路線内の埋設物の名称、位置、土被り、形質、寸法等を記入する。 
カ 表示記号は、表－３による。 
キ 中心線は鉛筆書きとし、20ｍ毎の測点番号を付する。 

(３) 縦 断 面 図 
ア 地形の縦断面は、平面図の中心線測点毎に沿って書き、著しい変 

化のある場合は細部も記入する。 
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イ 図の右側は、後日使用するため担当者の指示により余白を設ける。 
ウ 図の下側には、原則として、測点、逓加距離、区間距離、管中心 
高、内径土被り等を記入する欄を設ける。 
なお、その要領、寸法は、図－２による。 

エ 図の基準線（Ｄ.Ｌ）には、必ずＴ･Ｐ（別に指定する場合は、Ａ･ 
Ｐ又はＹ･Ｐ）を表示する。 

  (４) 標 題 欄 
図面右下には、図―２を参考に標題欄を設けることとし、標題欄の記載項目

は担当者と協議する。 
標題欄に記入する縮尺については、括弧書きでＡ１サイズで拡大印刷した場

合の縮尺を記入する。（Ａ１サイズで図面を作成する場合は、括弧書きでＡ３に縮小

印刷した場合の縮尺を記入） 

 
図－２ 標題欄（参考）（Ａ３の場合） 

イ 図の右側は、後日使用するため担当者の指示により余白を設ける。 
ウ 図の下側には、原則として、測点、逓加距離、区間距離、管中心 
高、内径土被り等を記入する欄を設ける。 
なお、その要領、寸法は、図－２による。 

エ 図の基準線（Ｄ.Ｌ）には、必ずＴ･Ｐ（別に指定する場合は、Ａ･ 
Ｐ又はＹ･Ｐ）を表示する。 

  (４) 標 題 欄 
図面右側には、当局指定の標題欄及び決裁欄を墨入れし、件名等を鉛筆書き

とする。また、表題欄に記入する縮尺についても、括弧書きでＡ１サイズで拡

大印刷した場合の縮尺を記入する。（Ａ１サイズで図面を作成する場合は、括弧書

きでＡ３に縮小印刷した場合の縮尺を記入） 

 
図－２ 標題欄の寸法（Ａ３の場合） 
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改 定（P7-1） 現 行（P7-1） 

附則－２ 提 出 書 類 様 式  

 

附則－２ 提 出 書 類 様 式 
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 改 定（P7-2） 現 行（P7-2） 

     （注） 　担当者を変更する場合は、標題の横に（変更）と表示し摘要欄に変更と明記する。

様式１  Ａ４判

○○○　○○○

(担 当 者)
○○○　○○○

(担当課長代理)
○○○　○○○

(担当課長)
○○○　○○○

契　約　番　号 　　水契　　第　　　号

契 約 年 月 日 　　　　年　　月　　日

担 当 者 氏 名 摘　要 担 当 者 氏 名 摘　要 担 当 者 氏 名 摘　要

担　当　者　通　知　書

　　　　年　　月　　日

　

受　　託　　者 殿

東京都水道局○○○部（所）長

○○○　○○○

件　　　　　名

委　託　番　号

　以下のとおり担当者を通知します。

印

（注） 　担当者を変更する場合は、標題の横に（変更）と表示し摘要欄に変更と明記する。

様式１  Ａ４判

○○○　○○○

(担 当 者)
○○○　○○○

(担当課長代理)
○○○　○○○

(担当課長)
○○○　○○○

契　約　番　号 　　水契　　第　　　号

契 約 年 月 日 　　　　年　　月　　日

担 当 者 氏 名 摘　要 担 当 者 氏 名 摘　要 担 当 者 氏 名 摘　要

担　当　者　通　知　書

　　　　年　　月　　日

　

受　　託　　者 殿

東京都水道局○○○部（所）長

○○○　○○○

件　　　　　名

委　託　番　号

　以下のとおり担当者を通知します。
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 改 定（P7-4） 現 行（P7-4） 
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訂 正（P7-6） 現 行（P7-6） 

    
　

記

様式３  Ａ４判

業 務 着 手 日 指 定 書

　　　　年　　月　　日

殿

東 京 都 水 道 局 長

受　　　託　　　者　　

印

１

３ 契 約 番 号

着手指定の日から　　　日間

件 名

２ 委 託 番 号

（注）履行期間を「着手指定の日から○○日間」と定めた場合に提出する。

受　書

上記の業務着手日指定書を受領しました。

　　　　年　　月　　日

○　○ 　○　○　

　下記のとおり着手日を指定します。

６ 履 行 期 間

着 手 日

　　水契　　第　　　号

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

受　　　託　　　者 印

４ 契 約 年 月 日

５

東京都水道局長

殿

なお、完了の日は、　　　　年　　月　　日の予定です。

　○　○　　○　○

　

記

様式３  Ａ４判

業 務 着 手 日 指 定 書

　　　　年　　月　　日

殿

東 京 都 水 道 局 長

受　　　託　　　者　　

１

３ 契 約 番 号

着手指定の日から　　　日間

件 名

２ 委 託 番 号

（注）履行期間を「着手指定の日から○○日間」と定めた場合に提出する。

受　書

上記の業務着手日指定書を受領しました。

　　　　年　　月　　日

○　○ 　○　○　

　下記のとおり着手日を指定します。

６ 履 行 期 間

着 手 日

　　水契　　第　　　号

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

受　　　託　　　者 印

４ 契 約 年 月 日

５

東京都水道局長

殿

なお、完了の日は、　　　　年　　月　　日の予定です。

　○　○　　○　○
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改 定（P7-13） 現 行（P7-13） 

     

○○課長 ○○　○○

○　○ 　○　○　 印

東 京 都 水 道 局 ○ ○ 部

○ ○ 課 長　

東京都水道局○○部

殿

様式６  Ａ４判

業 務 （　　　　　）通知書（第　回）

　　　　年　　月　　日

受　　　託　　　者　　 殿

（注１）

記

１ 件 名

（注１）

２ 委 託 番 号

３ 契 約 番 号 　　水契　　第　　　号

４ 契 約 年 月 日 　　　　年　　月　　日

５ 履 行 期 間

業務中止期間

７ 中 止 解 除 日

受　　　託　　　者 印

（注１）

　　　　年　　月　　日　（注２）

自　　　　　年　　月　　日

至　　　　　年　　月　　日

全部中止、一部中止、全部中止継続、一部中止継続、全部中止解除、一部中止解除のいずれかを記

入する。

1

中止解除の場合は、委託中止解除年月日を記入する。2

（注）

　下記の業務について、契約条項第○○条の規定に基づき業務の（　　　　）を通知します。

受　書

上記の業務（　　　　）通知書を受領しました。

　　　　年　　月　　日

６

東京都水道局長

　○　○　　○　○ 殿

様式６  Ａ４判

業 務 （　　　　　）通知書（第　回）

　　　　年　　月　　日

受　　　託　　　者　　 殿

（注１）

○　○ 　○　○　

記

１ 件 名

（注１）

東 京 都 水 道 局 長

２ 委 託 番 号

３ 契 約 番 号 　　水契　　第　　　号

４ 契 約 年 月 日 　　　　年　　月　　日

５ 履 行 期 間

業務中止期間

７ 中 止 解 除 日

受　　　託　　　者 印

（注１）

　　　　年　　月　　日　（注２）

自　　　　　年　　月　　日

至　　　　　年　　月　　日

全部中止、一部中止、全部中止継続、一部中止継続、全部中止解除、一部中止解除のいずれかを記
入する。

1

中止解除の場合は、委託中止解除年月日を記入する。2

（注）

　下記の業務について、契約条項第○○条の規定に基づき業務の（　　　　）を通知します。

受　書

上記の業務（　　　　）通知書を受領しました。

　　　　年　　月　　日

６
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改 定（P7-14） 現 行（P7-14） 

 
 

    

 

受　　　託　　　者 印

上記の業務変更通知書（第　回）を受領しました。

　　　　年　　月　　日

　○　○　　○　○ 殿

東京都水道局○○部長

受　書

５ 履 行 期 間

６ 変 更 項 目

３ 契 約 番 号 　　水契　　第　　　号

４ 契 約 年 月 日 　　　　年　　月　　日

１ 件 名

２ 委 託 番 号

○　○ 　○　○　 印

　下記の業務について、契約条項第○○条の規定に基づき業務の変更を通知します。

記

なお、履行期間及び契約金額の変更については、後日協議します。

東 京 都 水 道 局 ○ ○ 部 長

様式７  Ａ４判

業務変更通知書（第　回）

　　　　年　　月　　日

受　　　託　　　者　　 殿

受　　　託　　　者 印

上記の業務変更通知書（第　回）を受領しました。

　　　　年　　月　　日

　○　○　　○　○ 殿

東京都水道局長

受　書

５ 履 行 期 間

６ 変 更 項 目

３ 契 約 番 号 　　水契　　第　　　号

４ 契 約 年 月 日 　　　　年　　月　　日

１ 件 名

２ 委 託 番 号

○　○ 　○　○　 印

　下記の業務について、契約条項第○○条の規定に基づき業務の変更を通知します。

記

なお、履行期間及び契約金額の変更については、後日協議します。

東 京 都 水 道 局 長

様式７  Ａ４判

業務変更通知書（第　回）

　　　　年　　月　　日

受　　　託　　　者　　 殿
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改 定（P7-15） 現 行（P7-15） 
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第１章    総            則 

 

第１節    一 般 事 項 

 

1.1.1  適用範囲及び一

    般事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2  用語の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ この標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）は、東京都水道局（以

下「当局」という。）の施行する調査及び設計委託業務に係る委託契約書

（頭書きを含み以下「契約書」という。）及び設計図書の内容について、

統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって

契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

２ この仕様書において特に定めのない事項については、特記仕様書による

ほか下記の図書類による。 

配水管工事標準仕様書            （東京都水道局） 

東京都水道用配管材料仕様書         （東京都水道局） 

東京都土木工事標準仕様書             （東京都） 

土木材料仕様書               （東京都建設局） 

工事に伴う環境調査標準仕様書及び環境調査要領（東京都建設局） 

測量委託標準仕様書             （東京都建設局） 

東京都公共測量作業規程              （東京都） 

地質調査委託標準仕様書           （東京都建設局） 

３ 契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれか

によって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 

４ 特記仕様書及び図面に記載された事項は、標準仕様書に優先する。 

 

１ 「委託担当者（以下「担当者」という。）」とは、契約書の規定に基づ

き当局が指定した担当者をいう。 

２ 「代理人及び主任技術者」とは、契約書の規定に基づき受託者が通知し

た代理人及び主任技術者をいう。 

３ 「標準仕様書」とは、本調査委託業務（以下「委託」という。）を施行

する上で必要な技術的要求や業務内容を説明したもののうち、あらかじめ

定型的な内容を盛り込み作成した図書をいう｡ 

４ 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

５ 「設計図書」とは、特記仕様書、図面、標準仕様書、現場説明書及び現

場説明に対する質問回答書をいう。 

６ 「特記仕様書」とは、標準仕様書を補足し、当該委託の実施に関する明

細又は固有の技術的要求を定める図書をいう。 

７ 「図面」とは、入札に際して委託者が示した設計図及び委託者から変更

又は追加された設計図をいう。 

８ 「協議」とは、契約図書の協議事項について、書面により委託者若しく

は担当者と受託者とが対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 



 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3  疑義に対する協 

       議 

 

1.1.4  法令等の遵守 

 

 

 

 

1.1.5  設計変更・条件 

変更等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 「承諾」とは、契約図書の承諾事項について、書面により委託者又は担

当者と受託者とが同意することをいう。 

10 「指示」とは、担当者が受託者に対し、担当者の所掌事務に関する方針､

基準、計画、方法等の必要な事項について書面により示し、実施させるこ

とをいう。 

11 「提出」とは、担当者が受託者に対し、又は受託者が担当者に対し、委

託に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。   

12 「報告」とは、受託者が担当者に対し、委託に係わる事項について書面

をもって知らせることをいう。 

13 「確認」とは、契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料に

より、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

14 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、

署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ

又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替

えるものとする。  

  なお、関係規定等で署名又は押印を不要とした書類については、署名又

は押印がない場合も有効な書面と取扱う。 

15 「ＳＩ単位」とは、国際単位系をいう。 

 

 受託者は、設計図書に疑義を生じた場合は、速やかに担当者と協議する。 

 

 

１ 受託者は、委託の施行に当たっては、法令、条例、規則等委託に関する

諸法規を遵守し、委託の円滑な進捗を図る。 

２ 調査作業員に対する諸法規の運営適用は、受託者の責任と負担において

行う。 

 

１ 担当者が受託者に対して業務内容の変更又は設計図書の訂正の指示を行

う場合は、書面による。 

２ 受託者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期する

ことのできない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨

を担当者に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期

することのできない特別な状態」とは、契約書に規定する天災その他

の不可抗力による場合のほか、委託者と受託者が協議し当該規定に適

合すると判断した場合とする。 

３ 土木設計委託等について設計変更となる場合、発注者が別に定める「土

木設計委託等設計変更ガイドライン」に基づき、適正に行わなければなら

ない。 

上記の図書は、当局のホームページからのダウンロードなどにより入手



 1-2 

 

 

 

 

 

1.1.6  官公署等への諸 

       手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できる。（https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/jigyosha/koji/h

enko_guideline.html） 

なお、「土木設計委託等」とは、「測量業務委託」、「地質調査委

託」、「土木設計委託」（施工管理を除く）をいう。 

 

１ 受託者は、委託期間中、関係官公署及びその他の関係機関との連絡を保

つ。 

２ 受託者は、委託の実施に伴う受託者の行うべき関係官公署及びその他の

関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施する。

 ただし、これにより難い場合は担当者の指示を受ける。 

３ 受託者は、前項に規定する届出等を行うに当たっては、その内容を記載

した文書により事前に担当者と協議する。 

 なお、申請等の結果については、速やかに担当者に報告し、その写しを

提出する。 

４ 受託者は、委託の実施に当たり、地域住民との間に紛争が生じないよう 
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1.1.7 業務実績データ 

の作成､ 登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8 委託の一時中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9 委託のＰＲ 

に努める。 

５ 受託者は、地元関係者等から委託の実施に関して苦情があり、受託者が

対応すべき場合は、誠意をもってその解決に努める。 

６ 受託者は、国、区市町村その他関係公共団体、地域住民等と委託の実施

上必要な交渉を、自らの責任において行う。受託者は、交渉に先立ち、担

当者に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応する。 

７ 受託者は、前項までの交渉等の内容について、後日紛争とならないよう

文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時担当者に報告し、

指示があればそれに従う。 

 

  受託者は、設計委託、土質調査、測量調査の受託時又は変更時において契

約金額が１００万円以上の業務について、業務実績報告として、業務実績情

報システム(テクリス)に基づき、受託、変更、完了時に「登録のための確認

のお願い」を作成して担当者の確認を受けた上、登録機関に登録申請する。 

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた

場合には、その写しを担当者に提出する。ただし、登録内容がオンラインで

確認できる場合は、提出不要とする。 

 なお、登録期限は土曜日、日曜日、祝日等を除き次のとおりとし、訂正時

には適宜登録機関に登録申請をする。 

１ 受託時は、契約確定後 15 日以内 

２ 完了時は、業務完了後 15 日以内 

３ 登録内容を変更する場合には、変更があった日から 15 日以内に当該変更

内容を登録する。ただし、変更があったときから完成のときまでの間が 1

5 日間に満たない場合は、登録内容確認書の提出を省略できるものとす

る。 

 

 契約書の規定に基づき、発注者は受託者に対してあらかじめ書面をもって

通知した上で、必要と認める期間委託の全部又は一部について、中止を命じ

ることが出来る。 

また、委託を一時中止したときの履行期限の取扱いは、次のとおりとする。

１ 履行期限を日数（何日間）で定めてある場合 

（１）全部中止の場合の委託完成予定日は、中止期間に相当する日数を延長

した日とする。 

（２）一部中止の場合は、委託完成予定日は変更しない。ただし、一部中止

に伴い、特に当局が変更の必要を認めたときはこの限りでない。 

２ 履行期限を期日で定めてある場合 

この場合は、委託完成予定日は変更しない。ただし、特に当局が変更の

必要を認めたときはこの限りでない。 

 

 受託者は、担当者の指示により、委託内容を地元住民や通行者に周知し、
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1.1.10 委託内容の説明 

       と了解 

協力を求めるため必要な措置を講ずる。 

 

 受託者は、担当者の指示により、委託目的、調査方法を事前に物件所有者

等関係者に説明し、了解を得る。 

 

1.1.11 保険の加入及び 

事故の補償 

 

 

 

 

 

1.1.12 提出書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.13 打合せ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 受託者は、雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）､労働者災害補償保健

法（昭和 22 年法律第 50 号）、健康保健法（大正 11 年法律第 70 号）及び

厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）の規定により、雇用者等の雇

用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入する。 

２ 受託者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡その他の事

故に対して責任をもって適正な補償をする。 

 

１  受託者は、指定の期日までに章末に示す書類を附則－２「提出書類様式」

により作成し、担当者に提出する。 

 なお、担当者が別途他の書類の提出を求めた場合は、当該書類を提出す

る。 

２  受託者は、提出した書類に変更を生じたときは、直ちに変更した書類を

担当者に提出する。 

３ 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託

者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式

を指示した場合は、これに従わなければならない。 

 

１ 業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者と担当者は常に密接な連絡

をとり、業務の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容につ

いては、その都度受託者が書面（打合せ議事録）に記録し、相互に確認し

なければならない。 

なお、連絡・確認は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認

した内容については、必要に応じて書面（打合せ議事録）を作成する。 

また、電子メール等でのやり取りの場合、打合せ議事録の受領確認とし

て、担当者及び受託者間でやり取りした電子メールなどを残すこと。 

２ 業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、受託者と担当

者は打合せを行うものとし、その結果について受託者が書面（打合せ議事

録）に記録し相互に確認しなければならない。 

３ 受託者は、業務に関する担当者及び関係機関等との打合せ内容並びに指

示事項等は、打合せ議事録に詳細に記録し、速やかに担当者に提出する。 

４ 受託者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速や

かに担当者と協議する。 

５ 担当者及び受託者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。 

※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期

限までに対応することをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、
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1.1.14 設計図書の支給

及び点検 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.15 成果物の使用等 

いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすること

をいう。 

 

１ 受託者からの要求があった場合で、担当者が必要と認めたときは、

受託者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、標準仕

様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受託者

の負担において備えるものとする。 
２ 受託者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、担当

者に書面により報告し、その指示を受けなければならない。 
３ 担当者は、必要と認めるときは、受託者に対し、図面又は詳細図面

等を追加支給するものとする。 
 

受託者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている調査方

法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第６条

（特許権等の使用）に基づき委託者に求める場合には、第三者と補償条件の

交渉を行う前に委託者の承諾を受けなければならない。 
 

第２節    着  手 

                        

1.2.1 委託の着手 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 詰所、材料置場 

等 

 

１  受託者は、委託着手に先立ち、担当者と調査上の条件、注意事項等委託

全般にわたり打合せを行い、意見の調整を図る。 

２  受託者は、委託着手に先立ち、官公署、他企業等の許可条件又は指示事

項を確認する。 

３ 受託者は、委託着手に先立ち、委託着手届及び工程表を担当者へ提出す

る。 

 

 受託者は、詰所、材料置場、機械据付け場所及び使用水域等を含む現場管

理区域については、あらかじめ担当者と協議の上、関係機関への手続及び地

元調整等を行う。  

 

第３節    委託施行の適正化 

                        

1.3.1 工程管理 

 

 

 

 

 

 

 

１  受託者は、常に委託の進行状況について把握し、工程表どおりの円滑な

進行を図る。 

２  受託者は、工程表に変更が生じ、その内容が重要な場合には、変更工程

表を提出して協議する。 

３  受託者は、工程表について、担当者が特に指示した場合は、更に細部の

工程表を提出する。 

 

 

-1 
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４  受託者は、特に委託の時限を定められた箇所については、担当者と事前

に協議し、遅滞なく工程の進行を図る。 

 

1.3.2 協力会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 環境対策 

 

 

１ 受託者は、委託業務における総合的な企画及び判断並びに委託業務遂行

管理については、これを再委託することはできない。 

２ 受託者は、１に規定する業務及び簡易な業務を除く委託業務の一部を他

の会社（以下「協力会社」という）の協力を得て業務を行う場合は、次の

各号に揚げる用件をすべて満たしている協力会社を選定しなければならな

い。 

（１）協力会社が、当該業務の遂行能力を有すること。 

（２）協力会社が、東京都の競争入札参加資格者である場合は、指名停止期

間中及び排除措置中でないこと。 

（３）協力会社が、東京都の競争入札参加資格者でない場合は、東京都の契

約から排除するよう警視庁から要請があった者でないこと。 

３ 受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理等の簡

易な業務の再委託に当たっては、発注者の承諾を必要としない。 

４ 受託者は、３に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾 

を得なければならない。 

５ 受託者は、業務等を再委託に付する場合は、書面により協力会社との契

約関係を明確にしておくとともに、協力会社に対し業務等の実施について

適切な指導、管理のもとに業務を遂行しなければならない。 

６ 受託者は、４に規定する業務を再委託する場合は、協力会社の技術者、

協力会社の業務履行体制、経歴等の概要について、「技術者及び協力会社

届」を作成し、提出しなければならない。 

 

１ 受託者は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年

東京都条例第 215 号）、その他関係法令等を遵守し、当該委託の施行に伴

って生ずる環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要な措置を講ず

るとともに、東京都が行うこれらに関する施策に協力する。 

２ 受託者は、環境への影響が予知され、又は発生した場合は、直ちに応急

措置を講じるとともに担当者に報告し、担当者の指示があればそれに従う｡

 また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってそ

の対応に当たり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確

認する等明確にしておくとともに、状況を随時担当者に報告し、指示があ

ればそれに従う。 

３ 担当者は、委託に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者へ

の損害が生じた場合には、受託者に対して、受託者が善良な管理者の注意

義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料

の提出を求めることができる。この場合において、受託者は、必要な資料

を担当者に提出する。 
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４ 受託者は、委託で発生したすべての廃棄物等（事務所ごみ、包装材、木

くず、雑木、草等）を関係法令に適合した焼却設備を使用せず焼却（以下

「野外焼却」という。）しない。ただし、関係法令による野外焼却禁止の

例外となる焼却（軽微なたき火、病害虫に侵された伐採木等の焼却等）は

この限りでない。 

 なお、この場合にあっても、悪臭や煙害等が発生しないように周囲の生

活環境にできる限り配慮するとともに、廃タイヤやビニール等の焼却を行

わない。 

５ 受託者は、自動車等を運転する者に対して荷待ち等で駐・停車するとき

は、エンジンの停止（アイドリング・ストップ）を行うよう適切な措置を

講じる。 

６ 東京都は、ディーゼル自動車（軽油を燃料とする自動車をいう。）の排

出ガスに含まれる粒子状物質の削減を図るため、都民の健康と安全を確保

する環境に関する条例を制定している。委託に当たっては、本条例の主旨

を十分に踏まえて調査する。 

 自動車を使用又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）の規程に基づき、次の事項

を遵守する。 

（１）ディーゼル車規制に適合する自動車とする。 

（２）自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における

総量の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第 70 号）の対策地域

内で登録可能な自動車利用に努める。 

（３）低公害・低燃費な自動車の利用に努めること。 
なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、

粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合

には、速やかに提示又は提出する。 

７ 受託者は、ディーゼルエンジン仕様の自動車及び建設機械等を使用する

場合は、規格（ＪＩＳ）に合った軽油を使用する。 

８ 受託者は、次の各号のいずれかに該当する建設機械を使用する。 

（１）「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年 10 月８日付け建設省

経機発第 249 号、最終改正平成 14 年４月１日付け国総施第 225 号）」 、 

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（最終改正平成 24 年

３月 31 日付国土交通省告示第 318 号）若しくは、第３次排出ガス対策

型建設機械指定要領（最終改正平成 23 年７月 13 日付国総環リ第１号）

（以下、規程・指定要領と総称する）に基づき排出ガス対策型建設機械

として指定された建設機械 

（２）平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置

の開発」又はこれと同等の開発目標で実施された「民間開発建設技術の

技術審査・証明事業」(以下「評価制度、審査証明事業」という。)によ

り評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械 

９ 受託者は、騒音規制法（昭和 43 年６月 10 日法律第 98 号）、振動規制

法（昭和 51 年６月 10 日法律第 64 号）等に基づき必要な届出を行い、規

制に関する基準値に違反しないよう適切な公害防止の措置を講ずるととも
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に､都民の健康と安全を確保する環境に関する条例等を遵守する。 

また、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（昭和 62 年３月 30 日付け

建設大臣官房技術参事官通達）を参考にして、委託に伴う騒音振動の防止

を図り、生活環境の保全に努める。 

10 受託者は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程 (平成９

年７月 31 日付け建設省告示第 1536 号、最終改正平成 13 年４月９日付け

国土交通省告示第 2438 号)」に基づき低騒音型・低振動型建設機械として

指定された建設機械を使用する｡ 

11 受託者は、８（１）において第２次基準値に適合しているものとして指

定された排出ガス対策型建設機械の低騒音型・低振動型建設機械について

は、普及状況等を踏まえて、その使用の促進に努める。 

12 受託者は、８及び 10 の規定により難い場合は、担当者と協議する。 

13 受託者は、８の場合においては、当該建設機械の写真撮影を行い､担当

者に提出する。 

 

1.3.4  調査用機械器具 

       等 

 

1.3.5  夜間作業 

 

 

 

1.3.6  日曜、祝日等の

    施行 

 

 

 

 

 

1.3.7  他の委託との関 

       係 

 

 

 

1.3.8 土地の立入り等 

 

 

 

 

 

 

 受託者は、調査用機械器具等は、当該委託に適応したものを使用する。た

だし、担当者が不適当と認めたときは、取替を命じることがある。 

 

 受託者は、委託施行の都合上、夜間作業を必要とする場合は、担当者の承

諾を受ける。 

また、担当者が必要と認めたときは、夜間作業を命ずることがある。 

 

 受託者は、委託施行の都合上、日曜、祝日等（土曜日及び日曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日並びに 12 月 29 

日から同月 31 日まで及び１月２日及び同月３日）に作業を必要とする場合

は、あらかじめ担当者と打合せ、事前に理由を付した書面を提出すること。 

また、担当者が必要と認めたときは、日曜、祝日等に作業を命ずることが

ある。 

 

１  受託者は、委託施行中担当者の承諾なく他の者の依頼により、調査現場

付近において、この委託に関連する他の調査を施行しない。 

２  受託者は、この委託と並行して施行する他の委託がある場合は、担当者

の指示に従い、両者で十分調整を行い委託遂行上支障のないようにする。 

 

１ 受託者は、公有又は私有の土地の立入りを行う場合には、必要な手続き

に従い、常に担当者と緊密な連絡をとり、その指示を受ける。 

２ 受託者は、調査委託証明書を携行するとともに、原則として、土地の所

有者の立会いのもとに調査を行う。 

また、特に私有地の立入りに当たっては、言動や必要以上の行動を慎み

住民に不安、悪感情等を与えぬように注意する。 
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1.3.9 委託関係書類の 

整理 

 

1.3.10 試験結果等の報 

告 

 

1.3.11 委託記録写真 

 

 

３ 土地の立入りは、原則として日の出から日没までとする。 

 

 受託者は、委託に関する関係書類を備え、随時担当者が点検できるよう整

理しておく。 

 

 受託者は、担当者の承諾を得た事項、各種の試験結果等は、正確に記録し

て、系統的かつ綿密に整理し担当者に提出する。 

 

 受託者は、委託に際し、必要と認めるとき及び担当者が指示した場合は、

現場状況や対象物等を適宜写真撮影し、写真帳として整理して提出する。 

1.3.12 後片付け 

 

 

1.3.13 個人情報の取扱

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受託者は、委託の完了に先立ち、速やかに不用材料を整理し、仮設物を撤

去して跡地を清掃し担当者の確認を受ける。 

 

１ 基本的事項 

受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処

理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利 益を侵害す

ることのないよう、東京都個人情報の保護に関する条例(平成 2 年東京都

条例第 113 号)及び同施行に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又

はき損の防止その他の個人情報の適切な管理 のために必要な措置を講じ

なければならない。  

２  秘密の保持 

 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだ

りに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が

終了し、又は解除された後においても同様とする。  

３  取得の制限 

   受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得すると

きは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならな

い。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で

個人情報を取得しなければならない。  

４  利用及び提供の制限 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事

務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、

又は提供してはならない。  

５  複写等の禁止 

 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事

務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等

を複写し、又は複製してはならない。  

６  再委託の禁止 

   受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事

務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者に
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その取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。 

７  事案発生時における報告 

    受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれが

あることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じな

ければならない。なお、委託者の指示があった場合はこれに従うものとす

る。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。  

８  資料等の返却等 

 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、

又は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、

この契約の終了後又は解除後速やかに委託者に返却し、又は引き渡さなけ

ればならない。ただし、委託者が、廃棄又は消去など別の方法を指示した

ときは、当該指示に従うものとする。  

９  管埋の確認等 

 委託者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時確認する

ことができる。また、委託者は必要と認めるときは、受託者に対し個人情

報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。  

10  管理体制の整備 

    受託者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を

特定するなど管理体制を定めなければならない。 

 11  従事者への周知 

     受託者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による

事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事

項を周知しなければならない。  

12  従事者への教育・研修 

    受託者は、従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要

な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況

を書面にて委託者に提出すること。 

 13  データの納品、運搬 

     個人情報等の機密性の高い電子データを納品する場合は、電子データに

対して、暗号化等の措置を行うこと。また、外部記録媒体で電子データを

運搬する場合は、鍵付きのケース等を用いること。  

14  情報の保管及び管理等に対する義務違反 

（１）受託者又は再委託先において、この仕様書の２から 13 までに定める

情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委

託者は、この契約を解除することができる。 

（２）（１）に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったこ

とによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償

を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実

際に被った損害額とする。 

 

8-1 
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1.3.14 その他 

 

 

 

 

 

 

１ 受託者は、立木、障害物等は、原則として伐採等をしない。やむを得な

い場合は、あらかじめ担当者に申し出て、かつ、所有者又は管理者の了解

を得た後に行う。 

２ 受託者は、委託実施中に生じた著しく困難な部分及び調査不可能な箇所

は、進捗の都度担当者に届出て、指示を受ける。 

３ 受託者は、調査用電力（照明及び動力）及び調査用水の施設を設置する

場合は、関係法規に基づき設備する。 

 

第４節    安 全 管 理 

 

1.4.1  一般事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2  交通及び保安上 

       の措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  受託者は、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）、酸素欠乏

症等防止規則（昭和 47 年労働省令第 42 号）等に定めるところにより、か

つ、 土木工事安全施工技術指針（平成 21 年３月 30 日付、国土交通大臣

官房技術審議官通達）及び建設機械施工安全技術指針（平成 17 年３月 31

日付、国土交通省大臣官房技術調査課長、総合政策局建設施工企画課長通

達）を参考にして、常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を

図る。ただし、これらの指針は当該委託の契約条項を超えて受託者を拘束

するものではない。 

２ 受託者は、委託施行につき、｢労働安全衛生法｣(昭和 47 年法律第 57

号)、「建設工事公衆災害防止対策要網」（平成５年１月１２日付、建設

事務次官通達）等を遵守し、公衆災害の防止に努める。 

３ 受託者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、平素から気象

予報などについて十分注意を払い、常にこれらに対処できる防災体制を確

立しておく。 

４ 受託者は、調査現場が隣接し又は同一場所において別途調査がある場合

は、受託業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常

時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行う。 

 

１ 受託者は、委託施行中、担当者及び管理者の許可無くして流水及び水陸

交通の妨害となる行為又は公衆に迷惑を及ぼす行為をしない。 

２ 受託者は、供用中の道路に係る委託の施行に当たっては、交通の安全に

ついて担当者、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路

標識、区画線及び道路標識に関する命令(平成２６年内閣府・国土交通省

令第４号）、道路工事現場における標示施設等の設置基準（平成18年３月

31日付建設省道路局長通知）及び道路工事保安施設設置基準（令和元年５

月21日付、国関整道管第8号）に基づき、安全対策を講じる。 

３ 受託者は、危険防止のため、委託関係者以外の立入を禁止する場合は、
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受託者提出書類等一覧表 

 

部数 提出先 摘要（提出期限の目安等） 提出方法

2 事業部所 契約確定後２日以内

2 〃 　　〃 ○

2 〃 　　〃 ○

2 〃 着手日指定書受領後２日以内

2 〃

着手指定の場合は指定日
その他は、履行期間の初日
※契約書で履行期間の始期が明確になってい
る場合、業務着手日指定書の受書を提出する
場合は提出不要

○

2 〃 　　※１ ○

2 〃 着手後必要の都度

2 〃 必要の都度 ○

2 〃 　　　〃 ○

2 〃       〃     　　　※２

1 〃 　　　〃

2 〃
　　　〃
※設計図書に休日等の作業の定めがある場
合、提出不要

○

3 〃 委託が完了した日 ○

3 〃 　　　〃 ○

別途指示 〃       〃           　　　※３ ○

3 〃 完了検査完了後

3 〃 　　　〃

1 契約部所 必要の都度

別途指示 事業部所       〃 ○

1 〃       〃　　　　　　※４

2 〃
本文1.1.7（業務実績データ作成、登録）

参照
○

2 〃 必要の都度 ○

2 〃 　　　〃 ○

2 〃
指示書、改善指示書、改善命令書により指定し
た日
※原則として電子メールでのやり取りとする

◎

2 〃
業務又は作業計画書の提出は各編の規定に
よる

○

業務着手日指定書

◎原則、電子でやり取りする書類、○電子提出可能な書類（※５）

名称

代理人及び主任技術者等
通知書

経歴書（　）

技術者及び協力会社届

完成契約金額請求書
[前払金無]

委託着手届

工程表

前払金請求書

打合せ議事録

既済部分検査請求書（第　回）

業務（　　）通知書

業務変更通知書（第　回）

休日等の作業届

委託完了届

委託完了届（契約金額200万円未
満の委託に使用）

完成図書

(協議・報告)　書

改善報告書

(〇〇)計画書

完成契約金額請求書
[前払金有]

承諾書

事故発生報告書

調査委託証明書発行
申請書、返納書
業務実績データ受領書
の写し

（　　　　　　　）承諾申請書

 

注１契約期間が「着手指定の日から」の場合、着手の前日までに提出する。 

なお、業務計画書に含めない場合、契約確定後 14 日（休日等含む）以内までに提出する 

ものとし、業務計画書に含める場合は提出不要とする。 

注２（ ）の中には、全部中止、一部中止、全部中止継続、一部中止継続、全部中止解除、一

部中止解除のいずれかを記入する。 

注３成果物及び提出部数並びに提出方法は特記仕様書によるほか担当者の指示による。 

注４調査委託証明書は業務終了後、速やかに当局に返却すること。 

注５電子で提出した書類は、原則として紙の提出は不要とする。なお、電子で書類の受け渡し

を行う場合、事前に担当者の承諾を得るとともに、受領確認記録を残しておくこと。 
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1.1.5 代理人及び主任

技術者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6 担当技術者 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7 調査業務計画書 

 

(３)マニフェスト及び集計表を担当者に提示（集計表は提出）するとと

もに、検査時に検査員から求められた場合は、これらを提示する。 

３ 受託者は、当該委託から発生した伐採材、伐根材等について、設計図

書の定めるところにより、再資源化及び適正処理に努める。ただし、こ

れにより難い場合は、事前に担当者と協議する。 

４ 受託者は、建設発生土を仮置場に運搬し仮置きする場合は、流出、

崩壊、飛散等が生じないように必要な措置を講じる。 

 

１ 受託者は、調査業務における代理人及び主任技術者を定め、委託者に

通知する。これらの者を変更したときも同様とする。 

２ 代理人は、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約

に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。 

３ 受託者は前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、代理人

に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権

限を委託者に通知しなければならない。 

４ 主任技術者は、契約図書等に基づき、契約上の権限の行使又は義務の

履行に関する技術上の管理を行う。 

５ 主任技術者は、調査等の履行に当たり、技術士（総合技術監理部門

（業務に該当する選択科目）又は業務に該当する部門）又はこれと同等

の能力と経験を有する技術者、シビルコンサルティングマネージャ（Ｒ

ＣＣＭ、業務に該当する部門）あるいは地質調査技士の資格保有者であ

り、日本語に堪能でなければならない。 

６ 主任技術者は、野外における調査に際しては、使用人等に適宜、安全

対策、環境対策、衛生管理、受託者が行うべき地元関係者に対する応対

等の指導及び教育を行うとともに、調査が適正に行われるよう管理・監

督しなければならない。 

７ 主任技術者は、担当者が指示する関連のある調査業務等の受託者と十

分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 

８ 代理人は、主任技術者を兼ねることができる。 

 

１ 「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受託

者が定めた者をいう。 

２ 受託者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏

名その他必要な事項を担当者に提出する。（主任技術者と兼務するもの

を除く） 

３ 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければな

らない。 

 

１ 受託者は、契約確定後 14 日（休日等含む）以内（契約期間が「着手指

定の日から」の場合は着手の前日まで）に調査業務計画書を作成し、担
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当者に提出しなければならない。 

２ 調査業務計画書には、契約図書に基づき下記の事項を記入する。 

（１）業務概要 

（２）実施方針 

（３）業務工程 

（４）業務組織計画 

（５）打合せ計画 

（６）成果品の内容、部数 

（７）使用する主な図書及び基準 

（８）連絡体制（緊急時含む） 

（９）使用機械の種類、名称、性能（一覧表にする） 

（10）仮設備計画 

（11）建設副産物対策関連書類（該当する場合） 

（12）その他 

３ 受託者は、調査業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明

確にしたうえ、その都度担当者に変更調査業務計画書を提出しなければ

ならない。 

４ 担当者が指示した事項については、受託者はさらに詳細な調査業務計

画に係る資料を提出しなければならない。 

 

 

第２節    原 位 置 試 験 

 

1.2.1  ボーリング調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2  標 準 貫 入 試 験 

 

 

 

 

1.2.3 孔内水平載荷試験 

１ この調査は、ロータリー式ボーリングマシン等を使用して行う。 

２ ボーリング地点の平面位置及び標高を詳細に測量し、オフセット図と

し報告書に添付する。 

３ ボーリング調査中は、常に土質変化に細心の注意を払い正確に把握し

記録する。 

４ 地下水位の測定は、ボーリング終了後孔内側壁についているベントナ

イトをきれいに洗って、水位が恒常状態になってから地下水位を測定す

る。ただし、地下水位が浅いと予想される地域については、無水掘によ

り自然水位を確保する。 

５ 検尺は、ボーリング調査終了後、原則として担当者の立会で行う。 

 

１ JIS A 1219 の「土の標準貫入試験法」による。 

２ 標準貫入試験は、原則として１ｍ毎に行う。 

３ 標準貫入試験により得られたＮ値は、原則として補正を行わない。 

４ 乱さない試料の採取付近は、試料に悪影響を及ぼさないよう十分注意

して行う。 

１ JGS 1531 の「地質の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験方 
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1.2.4 現場透水試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法」による。 

２ ボーリング孔は、試験精度をよくするために孔壁を乱さないように平

滑に仕上げなければならない。 

３ 試験は掘削終了後、速やかに実施しなければならない。 

４ 最大圧力は、試験目的や地質に応じて適宜設定するものとする。 

 

１ JGS 1314 の「単孔を利用した透水試験方法」による。 

２ 試験方法は、特に指定しない限り、単孔を利用した透水試験とし、非

定常流法又は定常流法とする。 
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1.2.5  乱さない試料の 

       採取 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 土質試料の採取 

 

 

1.2.7 物理探査 

 

 

 

 

1.2.8 復旧処理 

 

 

 

１ 乱さない試料の採取は、担当者の指示する深度において、指定された

試料を採取する。 

２ 乱さない試料の採取にあたっては、薄肉型サンプラーを静かに孔底に

おろし、回転や打撃を与えず土中に速やかに一動作で挿し込んで採取す

る。 

３ 乱さない試料は、上下端のゆるんだ部分を切り取って、空隙には熱し

たパラフィン等を注ぎ込んで密封する。 

４ 乱さない試料の取扱い及び運搬は、振動及び衝撃等を与えないよう丁

寧に取り扱う。 

 

 土質試料は、土質の変化する毎に採取する。ただし、同一土質が３ｍ以

上の場合は、３ｍ毎及びその端数につき１個採取する。 

 

耐震検討・設計のために地盤の動的物性値を試験により求める際は、以下

の調査を行う。 

 （１）ＰＳ検層（もしくは弾性波探査） 

 （２）常時微動測定 

 

１ 受託者は、調査完了後、穿孔跡は必ず復旧方法を担当者に確認の上、

砂又はモルタル等で確実に埋戻しをする。 

２ 調査完了後の道路舗装復旧は、道路管理者の指示する方法で確実入念

に行う。 

 

 

第３節    土 質 試 験 

 

1.3.1  土質試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土質試験は、ＪＩＳ、ＪＧＳに基づく次の試験のうち、設計に必要となる

データ取得を考慮して、試験実施内容を担当者に確認の上、選択・決定す

る。 

(１) 土粒子密度試験 

(２) 土の含水比試験 

(３) 土の粒度試験 

(４) 土の液性限界試験 

(５) 土の塑性限界試験 

(６) 土の一軸圧縮試験 

(７) 土の圧密試験 

(８) 土の透水試験 

(９) 直接せん断試験 

(10) 土の三軸圧縮試験 

(11) 腐食性土壌（当局が指示した場合） 

3 
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ア 酸化還元電位 

イ  比 抵 抗 

ウ  ｐＨ 

 

 ２ 土質試験を行う箇所は、担当者の指示する箇所とする。 

 

 

第４節    調 査 の 報 告 

 

 

1.4.1  土質調査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2  土質標本 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3  データの提出 

 

 

 

１ 土質調査報告書は（公社）地盤工学会制定の試験成果報告書の様式を

使用し、原図一式の他Ａ４判に製本して提出する。 

 なお、特記仕様書に規定がある場合は、それによる。 

２ 土質調査報告書の構成は、次のとおりとする。 

一 般 平 面 図 ボーリング地点を表示した案内図（調査番号、深

度、孔径等を表示した一覧図） 

オ フ セ ッ ト 図 ボーリング地点を撤去等のおそれのない地先境界の

角等３点以上の基点から測量したオフセット図 

土 質 柱 状 図 各ボーリング地点の土質状況を柱状にした一覧図

（土質名、地下水位、標準貫入試験結果等） 

総 合 土 質 図 各ボーリング地点の土質柱状図を総合して、全体土

質の推定を行う。必要に応じて縦断面、横断面に分

ける。 

土 質 試 験 成 績 書 1.3.1 に示す各試験成績書 

総 合 解 析 上記の調査結果に基づき、全体の土質力学的解析を

含めて、当局の意図する目的に対し、土質構成上か

らの考察、見解を記述する。 

調 査 記 録 写 真 調査状況写真を撮影し、報告書に添付する。 

１ 標本試料の提出は、掘進５ｍにつき１個を標準とし、他は地層が変わ

る毎とする。 

２ 採取した試料は、透明な蓋
ふた

付ビンに詰め、柱状図を付した標本箱に収

めて提出する。 

 なお、ビンには、調査件名、調査地点番号、土質名、採取深度等必要

事項を記入した用紙を貼付する。 

また、標本箱には、調査件名、受託者名等を記入する。 

 

 受託者は、調査結果を東京都土木技術支援・人材育成センターの土質柱

状図入力プログラム又は受託者が使用している土質柱状図の図化プログラ

ムを用いてデータファイルを CD や DVD などの電子媒体に納め、東京都土木

技術支援・人材育成センターに担当者を通じて提出する。 

4 
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第２章    可 燃 性 ガ ス 調 査 

 

第１節    一 般 事 項 

 

2.1.1  適用範囲 

 

 

2.1.2  調査実施計画書 

 

 この仕様書は、シールド工事及び推進工事の設計（施工）に当たり、可燃

性ガス対策を検討する資料とするための調査に適用する。 

 

 受託者は、着手に先立ち調査内容等について、1.1.7 調査業務計画書によ

り調査実施計画書を作成し、担当者に提出する。 

 

 

 

第２節    調 査 

 

2.2.1  予備調査 

 

 

2.2.2  可燃性ガス調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 可燃性ガス発生の可能性について、既存土質調査、周辺の工事実績及び地

中ガス関係文献等の資料を収集し整理を行い、担当者に提出する。 

 

（１）地表踏査 

 メタンガス等の発生について、周辺の井戸、地下室及び工事中の

現場等を調査する。 

（２）原位置可燃性ガス調査及び電気検層 

 調査は、土質調査ボーリング孔を用いて可燃性ガスの賦存状況を

把握するため、原位置調査を行う 

ア 調査地点 

①調査箇所 調査箇所は設計図書による。 

ただし、その調査方法は下記イによる。 

②地下水位 調査深度 調査深度は、ガス賦存が予想される地層 

毎に、トンネル下端１０ｍ程度までとする。ただし、 

地層図から判断してガスが滞留しやすい地層形態と 

なっている場合は、その地層までとする。 

 

イ 調査方法 

 原則として以下の調査を実施する。 

なお、ガス調査は必ず防災バルブを取り付けて実施する。 

①地下水位（地下水圧）低下法（採気） 

②地下水位（地下水圧）保持法（採水） 

③不撹
かく

乱資料採取法（土壌） 

④原位置採取法（ＢＡＴ法等） 

ウ 測定項目 

6 



 2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3  考察 

 

 

 

 

①気温、湿度、気圧、水温 

②ガス組成測定 

③ガス湧出量測定 

④ガス圧力測定 

エ 資料採取 

①採水（溶存ガス） 

②採気（溶存ガスの遊離したもの及び遊離ガス） 

③土壌（コアガス） 

 試験採取に当たっては、試料中に大気が混入してはならない。 

 

（３）室内分析試験 

ア 採取した試料中に含まれたガスの種類及び量の測定 

（メタン、酸素、窒素、二酸化炭素、一炭化酸素、硫化水素） 

イ 試験方法は、JIS K 0114（ガスクロマトグラフ分析のための通

則）、JIS K 2301（燃料ガス及び天然ガスの分析試験方法）に

よる。 

 

 調査結果から、下記事項について考察を行う。 

（１）ガスの種類、存在形態、圧力、採取した水温、組成等 

（２）ガス湧出量の検討 

（３）七号地層、埋没段丘礫層等の等高線の作成 

（４）地層とシールド位置、推進位置の検討 

 

第３節    報 告 書 

 

2.3.1  報告書 

 

 

 

 

 

 

 受託者は調査終了後、特記仕様書に基づき、速やかに報告書を提出する。

なお、特記仕様書に規定がない場合は、速やかに下記の図書を土質調査報告

書に含めて、担当者に提出する。 

（１）報告書（Ａ４版複写図面製本）         

（２）報告書（原図）                

（３）調査記録写真                 

（４）その他、担当者の指示する書類         
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第１章    総            則 

 

第１節    調査施行の適正化 

                                               

1.1.1  測量用機器の検 

定 

 

 

 

 

 

1.1.2  使用材料等の品

質 

 

1.1.3  代理人及び主任

技術者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4  担当技術者 

 

 

 

 

 測量用機器は各作業に適したものを使用する。 

 セオドライト、測距儀、鋼巻尺、レベル、水準測量作業用電卓、トータル

ステーション（データコレクタを含む）、ＧＰＳ測量機等は所定の方法によ

り点検及び検定を行い、高度な技術を有する第三者機関の検定証明書等を作

業計画書に添付して提出する。 

なお、第三者機関は、都作業規程に従うものでなければならない。 

 ただし、担当者が不適当と認められたときは、取替を命ずることがある。 

 

 測量に使用する材料の品質及び規格等については、設計図書の定めによる 

ほか、別途定める「土木材料仕様書」によらなければならない。 

 

１ 受託者は、測量業務における代理人及び主任技術者を定め、委託者に通

知する。これらの者を変更したときも同様とする。 

２ 代理人は、契約の履行に関し、測量業務の管理及び統括を行うほか、契

約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。 

３ 受託者は前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、代理人に

委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限を

委託者に通知しなければならない。 

４ 主任技術者は、契約図書等に基づき、契約上の権限の行使又は義務の履

行に関する技術上の管理を行う。 

５ 測量業務に従事する主任技術者は、測量法による測量士の有資格者であ

り、かつ測量業務に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定

する者又は発注者が承諾した者とする。 

なお、日本語に堪能でなければならない。 

６ 主任技術者は、野外における測量業務に際しては、測量作業員等に適

宜、安全対策、環境対策、衛生管理、受託者が行うべき地元関係者に対す

る応対等の指導及び教育を行うとともに、測量業務が適正に行われるよう

管理・監督しなければならない。 

７ 主任技術者は、担当者が指示する関連のある測量業務の受託者と十分に

協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 

８ 代理人は、主任技術者を兼ねることができる。 

 

１ 担当技術者とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受託者が定

めた者をいう。 

２ 受託者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名

その他必要な事項を担当者に提出する。（主任技術者と兼務するものを除

く） 

３ 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければなら
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1.1.5  作業計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6  準拠すべき図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ない。 

 

１ 受託者は、契約確定後 14 日（休日等を含む）以内（契約期間が「着手

指定の日から」の場合は着手の前日まで）に作業計画書を作成し、担当者

に提出しなければならない。 

２ 作業計画書には、担当者の指示により以下の事項を記載する。 

（１） 業務概要（委託件名、作業量、作業地域、契約年月日、納期） 

（２） 実施方針（作業工程） 

（３） 業務実施計画表 

（４） 業務組織計画（作業編成） 

（５） 打合せ計画 

（６） 成果品の内容、部数 

（７） 使用する主な図書及び基準 

（８） 連絡体制（緊急時含む） 

（９） 安全管理 

（10） 精度管理 

（11） 使用する主な機器 

（12） その他 

３ 受託者は、作業計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確に

したうえその都度担当者に変更作業計画書を提出しなければならない。 

４ 担当者の指示した事項については、受託者はさらに詳細な作業計画書に

係る資料を提出しなければならない。 

 

各種の測量は、次の法律及び図書に準拠して行うものとする。 

なお、次の法律及び図書以外のものに準拠する場合は、あらかじめ担当者の

承諾を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 名称 適用

1 測量法 国土地理院

2 東京都公共測量作業規程 東京都

3
公共測量作業規程の準則
基準点測量記載要領

公益社団法人日本測量協会

4
公共測量作業規程の準則
解説と運用

〃

5 国土調査法 国土交通省

6 基準点測量作業規程準則（国土調査法） 〃

7 不動産登記法 法務省

8 水準基標測量成果表 東京都土木技術支援・人材育成センター

9 東京都公共基準点測量作業規程 〃

10 東京都公共基準点使用要領 〃

11 東京都道公共基準点管理保全要綱 東京都建設局道路管理部

12 CAD製図基準（案） 東京都水道局　国土交通省

13 設計業務等の電子納品要領 東京都水道局

14 土木設計業務等の電子納品要領（案） 国土交通省

15 測量成果電子納品要領 東京都水道局

16 測量成果電子納品要領（案） 国土交通省
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なお、２ 東京都公共測量作業規程は、作業規程の準則（平成 20 年国土交

通省告示第 413 号、平成 23 年３月 31 日付国土交通省告示第 334 号[一部改

正]、平成 25 年３月 29 日付国土交通省告示第 286 号[一部改正]、平成 28 年

３月 31 日付国土交通省告示第 565 号[一部改正]、令和２年３月 31 日付国土

交通省告示第 461 号[一部改正]）を以下のとおり読み替えて準用する 

（１） 本文中の「準則」とあるのは「規程」と読み替える。 

（２） 第１条第１項中の「第 34 条」とあるのは「第 33 条第１項」と読み

替えるものとし、同条第２項中の「規程は、」の下に「東京都が行

う」を加える。 

（３） 第２条中の「公共測量」とあるのは「この規定を適用して行う測

量」と読み替える。 

（４） 附則中の「平成 20 年４月１日」、「平成 23 年４月１日」、「平成 2

5 年４月１日」、「平成 28 年４月１日」並びに「令和２年４月１日」

とあるのは「承認日」とそれぞれ読み替える。 

 

 

第２節    測 量 の 計 算 

 

 

1.2.1 点検計算及び再

    測 

 

 

1.2.2 電子計算機の使

    用 

 

 

1.2.3 計算結果の表示 

 

 

 

 

 

 

 受託者は、観測が終了したときは、観測値の良否を点検するため、速やか

に所定の点検計算を行い、許容範囲を越えた場合は必要な再測を行うか、又

は、担当者の指示により適切な措置を講じる。 

 

 受託者は、測量の計算を電子計算機で行う場合には、データ、桁の取扱等

について確認し、プログラム、インプットデータを担当者に提示し、指示を

受けた後に計算を行う。 

 

１ 測量計算結果については、原則として、次表のとおりとする。 
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測量の種類
表示数値の

種類
単位

表示の
けた数

処理方法

基準点測量 辺 長

水準測量 距 離

路線測量 座標値

河川測量 標 高

座標値

境界辺長

面 積 ｍ２
小数点以下６ま

たは７けた

用地測量

ｍ
小数点以下３け

た

小数点以下４け
た目を四捨五入

する

小数点以下４け
た目を切捨てと

する
 

※角値、方向角 ： 秒単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4  測量成果の検定 

 

 

２ 用地測量で面積を算出する場合、座標法による。 

なお、座標法による面積計算は、直角座標法による。数値三斜法で面積 

計算されているものについては、座標法による面積と比較し下記の範囲を

越える場合は、垂線及び底辺の㎜位の切捨て、切上げを考慮して㎜位の調

整を行うこと（座標面積を超えない範囲で調整を行うこと）とし、詳細は

担当者の指示による。 

(１) 座標面積 １筆 500 ㎡未満は、0.02 ㎡以内 

(２) 座標面積 １筆 500 ㎡以上は、座標面積の 1/25,000 以内 

  

 

 受託者は、特記仕様書に測量成果の検定を行う定めのある場合は、担当者

の指示により高度な技術水準を持つ東京都公共測量作業規程に従った第三者

機関による検定を受ける。 

 

2 
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第１章    設 計 施 行 

 

1.1  準拠すべき図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 代理人及び主任技

術者 

 

 

 受託者は、設計に当たり準拠することとなる図書類等は、あらかじめ担当

者と協議する。 

 なお、図書類のうち主な水道関連等図書は次のとおりである。 

(１)水道施設設計指針                (日本水道協会) 

(２)水道維持管理指針                (   〃   ) 

(３)水道施設耐震工法指針・解説           (   〃   ) 

(４)配水管設計の手引き               (東京都水道局) 

(５)配水管工事標準仕様書               (   〃   ) 

(６)配水管工事標準図                 (   〃   ) 

(７)機械・電気設備工事標準仕様書           (   〃   ) 

(８)東京都水道用配管材料仕様書（ダクタイル鋳鉄管）       (   〃   ) 

(９)東京都水道用配管材料仕様書（鋼管及びステンレス鋼管）        (   〃   ) 

(10)東京都水道用配管材料仕様書（弁類）        (   〃   ) 

(11)東京都水道用配管材料仕様書（鉄蓋及び弁キョウ）        (   〃   ) 

(12)東京都土木工事標準仕様書             (東京都財務局) 

(13)土木材料仕様書                  (東京都建設局) 

(14)東京都水道局耐震設計ガイドライン           (東京都水道局) 

 

１ 受託者は、設計に当たっては、これを正確かつ丁寧に、安全性、耐久性、

経済性、施工性、公害や美観等の諸要素を考慮の上、行う。 

２ 受託者は、現地等をよく調査し、地形的条件、既設施設物、他の工事の

施行計画との関連及び工事材料に関する経済的条件等を考慮して、最も現

地に合致した設計を行う。 

３ 受託者は、設計に当たり、採用を予定している工法、材料その他につい

て、事前に知的財産権（特許等）の設定の有無の調査を行う。 

なお、第三者が特許を取得済みであるなど特殊なものを使用する場合に

は、あらかじめ当該第三者の承諾を受け、設計図等にその詳細について明

示する。 

４ 受託者は、地盤沈下地域における構造物を設計する場合は、「水準測量

と地盤沈下、地下水位の観測成果」（東京都土木技術支援・人材育成セン

ター）最新版等を参考とし、当該地点における沈下特性を十分に考慮して

計算する。 

 

１ 受託者は、設計業務等における代理人及び主任技術者を定め、委託者に

通知する。これらの者を変更したときも同様とする。 

２ 代理人は、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約に

基づく受託者の一切の権限を行使することができる。 
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1.4 審査を担当する技

術者及び審査の実

施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 担当技術者 

 

 

 

 

 

３ 前項の規定にかかわらず、受託者は自己の有する権限のうち、代理人に

委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限を

委託者に通知しなければならない。 

４ 主任技術者は、契約図書等に基づき、契約上の権限の行使又は義務の履

行に関する技術上の管理を行う。 

５ 主任技術者は、設計業務等の履行に当たり、技術士（総合技術監理部門

（業務に該当する選択科目）又は業務に該当する部門）又はこれと同等の

能力と経験を有する技術者、あるいはシビルコンサルティングマネージャ

（業務に該当する部門、以下「ＲＣＣＭ」という。）の資格保有者であ

り、日本語に堪能でなければならない。 

６ 主任技術者は、担当者が指示する関連のある設計業務等の受託者と十分

に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 

７ 主任技術者は、１.４に規定する審査の確認を行わなければならない。 

８ 代理人は、主任技術者を兼ねることができる。 

 

１ 一般事項 

（１）受託者は、業務を履行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分

な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努める

とともに、さらに審査を実施し、完成図書等に誤りがないよう努めな

ければならない。 

（２）受託者は、審査計画を設計業務計画書に記載する。 

（３）受託者は、審査業務を担当する技術者を定め、「技術者及び協力

会社届」により委託者に通知する。なお、審査を担当する技術者

は主任技術者を兼ねることができない。 

また、特記仕様書において審査の体制を別に定める場合は、そ

れに従う。 

（４）審査を担当する技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に

該当する選択科目）又は業務に該当する部門）又はこれと同等の

能力と経験を有する技術者、あるいはＲＣＣＭ（業務に該当する

部門）の資格保有者でなければならない。 

（５）審査を担当する技術者は、業務の節目ごとにその成果の確認を行

うとともに、成果の内容については、受託者の責において審査を担当

する技術者自身による審査を行わなければならない。 

 

１ 受託者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名

その他必要な事項を担当者に通知する。（主任技術者と兼務するものを除

く） 

２ 担当技術者は、設計図書に基づき、適正に業務を実施しなければならな

い。 

３ 担当技術者は１.４で規定する審査を担当する技術者を兼ねることはで
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1.6 設計業務計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7  許容応力度等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きない。 

 

１ 受託者は、契約確定後１４日（休日等含む）以内（契約期間が「着手指

定の日から」の場合は着手の前日まで）に設計業務計画書を作成し、担当

者に提出しなければならない 

２ 設計業務計画書には、以下の事項を記入する。 

（１）設計業務概要 

（２）実施方針 

（３）工程表 

（４）業務組織計画 

（５）打合せ計画 

（６）成果品の品質を確保するための計画 

（７）成果品の内容、部数 

（８）使用する主な図書及び基準 

（９）連絡体制（緊急時含む） 

（10）使用する主な機器 

（11）その他 

なお、受託者は設計図書において定める審査事項について記載する。 

３ 受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にし

たうえ、その都度担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。 

４ 担当者が指示した事項については、受託者はさらに詳細な業務計画に係

わる資料を提出しなければならない。 

 

 許容応力度等の各種設計条件は、原則として 1.1.1（準拠すべき図書）等

に定めるもののほかは特記仕様書に示す。ただし、これらに示されていない

ものについてはあらかじめ担当者の指示を受ける。 
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1.8  電子計算機による

計算 

 

 

1.9  環境物品等の調達 

方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 建設リサイクル関

   係 

 

 

 

 

 

 受託者は、応力計算を電子計算機で行う場合は、プログラムの主要部分

（又はフローチャート）及びインプットデータを提示し、あらかじめ担当者

の確認を受ける。 

 

１ 基本事項 

受託者は、本業務の実施に当たって、その対象となる工事で使用する資 

材、建設機械、工法、目的物については、「東京都環境物品等調達方針

（公共工事）」（以下「調達方針」という。）の規定に従い、本業務の趣

旨や設計目的等を踏まえ、調達方針に定められた環境物品等の選択に努め

なければならない。 

２ 特別品目等使用の検討 

   受託者は、本業務の実施に当たって、調達方針の規定に従い、発注者の 

設計基準、材料使用規定、占用（使用）工事の場合は管理者条件等に照ら 

し合わせて特別品目を使用することが可能かどうか精査を行い、使用が可

能な場合は、特別品目を選択し、その旨を担当者に提案しなければならな

い。 

  また、発注者の設計基準、材料使用規定、占用（使用）工事の場合は管 

理者条件等に該当しない場合であっても、材料の使用部位、要求強度、性 

能及び品質、特別品目の生産・供給状況、製造場所から工事現場までの距 

離等をい勘案して、特別品目が使用可能かどうか精査を行い、使用が可能 

な場合はその旨を担当者に提案しなければならない。 

 なお、担当者から特別品目、特定調達品目、調達推進品目を使用するよ 

う指示があった場合は、それを選択する。 

３ チェックリストの作成 

  受託者は、本業務の実施に当たって、特別品目、特定調達品目、調達推 

進品目に関する精査の結果について、特別品目の場合は「環境物品等（特 

別品目）チェックリスト」を、特定調達品目の場合は「環境物品等（特定 

調達品目）使用予定（実績）チェックリスト」を、調達推進品目の場合は 

「環境物品等（調達推進品目）使用予定（実績）チェックリスト」を作成 

（チェックシートは都のホームページからダウンロードするなどして入手 

する。）して「リサイクル計画書」に添付の上、担当者に提出し、確認を 

受けなければならない。 

 

受託者は、設計業務等を実施するに当たっては、「東京都建設リサイクル

ガイドライン」に定める「リサイクル計画書」（詳細（実施）設計段階）を

作成し、完成図書に含めて担当者に提出すること。 

なお、「リサイクル計画書」（詳細（実施）設計段階）には下記書類を添

付すること。 

・再生資源利用（促進）計画書 

建設副産物の発生抑制、再使用・再生利用及び適正処理について十分に

2 
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検討し、その結果を、本計画書として取りまとめる。なお、再生資源利用

（促進）計画書は、国土交通省のホームページ（http://www.mlit.go.jp/s

ogoseisaku/region/recycle/index.htm）に掲載されている「建設リサイク

ルデータ統合システム」（CREDAS）をダウンロードするなどして作成する

ことができる。 

 

2-1 
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第２章  完 成 図 書 
 

2.1  完成図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  完成図書は特記仕様書による。特記仕様書に規定がない場合は次のと

おりとし、提出部数は担当者の指示による。 

(１)  応力計算書（構造計算書、仮設の応力計算書等） 

(２)  設計図（一般及び詳細） 

(３)    〃  （縮小版） 

(４)  数量計算書（数量内訳書を含む） 

(５)  施工計画書 

(６)  仕様書（工事仕様及び材料仕様） 

(７)  調査資料 

(８)  見本品 

(９)  官公署等への申請書 

２  受託者は、応力計算に際しては、数値計算のほか適用公式も記載し、

計算根拠を明確に整理しておく。 

 なお、参考に供した図書類、使用した表等については、すべて明らか

にしておき、担当者の指示ある場合には、必要な部分の写しを提出する｡ 

３ 数量計算書は、工事積算に必要なものは詳細に記載する。 

４ 施工計画書には、設計の基本的考え方、特徴、施工上の注意点、施工

順序、方法及び条件等について詳細に記載する。 

 なお、建設副産物の検討においては、東京都建設リサイクルガイドラ

インに基づき、発生する建設副産物の種類・質・数量等の把握や発生抑

制、再利用を促進する工法・資材の採用可否及び種類に応じた処理方法

等について「リサイクル計画書」として取りまとめ作成する。 

５ 仕様書は、それぞれの工種について、この設計条件に基づいた方法で

詳細に記載する。 

６ 完成図書は、特に指定されたものを除いてＡ４判で提出する。 

７ 設計図等の記載事項及び縮尺等は、原則として、次表及び附則「完成

図面作成要領」による。 

    
   図 面 等 名 称 
 

 
    縮    尺 

 
     記 載 事 項 

 
 設 
 
 
 計 
 
 
 図 
 
 
 面 
 
 

 
 案 内 図 ・ 位 置 図 

 
１/5000～１/10000 

 
施工箇所、位置着色 
 

 
 平 面 図 

 
 １/100～１/500 

位置、箇所、延長、幅、高さ、主要寸 
 
法等(位置図を併記可) 

 
縦 断 図 

 

 
    縦１/100 
    横１/500 

 
地盤高、計画勾配管・構造物の標高 

 
 構 造 図 (詳 細 図 ) 

 
  １/20～１/50 

 
計画高、規格、材料(材質)、形状寸法 

 
 数量計算書、応力計算書等 
 

 
 
各工種、項目別 

 

3 



 6-2

 ３  紙質 

 

 

 

 

 

 

 

 ４  図面の文字及び

線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５  図の作成上の注

意  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 原図の紙質は、良質、つや消しトレーシングペーパー（50g/㎥から 

75g/㎥）、普通紙等とし、担当者に確認する。 

（２) 第２原図の作成は担当者に確認すること。作成する場合、用紙は、

つや消し白色トレーシングペーパー（50g/㎥から 75g/㎥）のものを

使用する。 

（３) 測量調査委託における原図及び写図等の紙質は、別途、測量調査委 

託標準仕様書による。 

 

（１）文字（数字を含む）、記号の大きさは、表－２を原則とする。ただ 

し、標題、細部の字はこの限りでない。 

 

          表－２  文字、記号の大きさ（単位 ㎜） 

 

 

紙 面 サ イ ズ Ａ３ Ａ１    

   文字、記号の高さ ２ ４ 

                                                                 

  (２) 文字は楷書で明瞭に書き、数字は３桁ごとに間隔をあけて書く。 

  (３) 寸法及び単位は、原則として㎜表示とする。ただし、配水管の平面 

図、縦断面図に使用する延長、標高等は㎝単位とし、㎜以下は四捨五 

入する。 

   

(１) 縮  尺 

  Ａ３で作成する図面の縮尺は、次の基準によること。なお、図面にはＡ１サイ

ズに拡大印刷した場合の縮尺を別途括弧書きで記入すること。（Ａ１サイズで

図面を作成する場合は、括弧書きでＡ３に縮小印刷した場合の縮尺を記入） 

  ア 案内図  1:6000～1:20000 又は 1:10000～1:20000 

  イ 平面図  1:1000 

  ウ 縦断面図 縦 1:200 横 1:1000 

  エ 横断面図、側面図、詳細図等は担当者の指示による。 

  オ オフセット図 1:400～1:600 

  (２) 平 面 図 

ア 図は、原則として「北」を上方とする。 

イ 図の右上には、指定する縮尺の案内図を記入する。 

ウ 道路には、国道、都道、区道等の区別、境界を明示し、通称道路 

名、道路番号、舗装の種別も記入する。 

エ 河川には、その名称、流路幅、流水方向、その他必要事項を記入 

する。 

オ 路線内の埋設物の名称、位置、土被り、形質、寸法等を記入する。 
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カ 表示記号は、表－３による。 

キ 中心線は 20ｍ毎の測点番号を付する。 

  (３) 縦 断 面 図 

ア 地形の縦断面は、平面図の中心線測点毎に沿って書き、著しい変 

化のある場合は細部も記入する。 

イ 図の右側は、後日使用するため担当者の指示により余白を設ける。 

ウ 図の下側には、原則として、測点、逓加距離、区間距離、管中心 

高、内径土被り等を記入する欄を設ける。 

なお、その要領、寸法は、図－２による。 

エ 図の基準線（Ｄ.Ｌ）には、必ずＴ･Ｐ（別に指定する場合は、Ａ･ 

Ｐ又はＹ･Ｐ）を表示する。 

  (４) 標 題 欄 

図面右下には、図―２を参考に標題欄を設けることとし、標題欄の記

載項目は担当者と協議する。 

標題欄に記入する縮尺については、括弧書きでＡ１サイズで拡大印刷

した場合の縮尺を記入する。（Ａ１サイズで図面を作成する場合は、括弧書

きでＡ３に縮小印刷した場合の縮尺を記入） 

 

図－２ 標題欄（参考）（Ａ３の場合） 
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提 出 書 類 様 式 一 覧 

◎原則、電子でやり取りする書類、○電子提出可能な書類 

様式番号 名            称 関 係 書 類 提出方法 

1  担当者通知書    

統－32 代理人及び主任技術者等通知書   

統－3 経歴書  ○ 

2 技術者及び協力会社届  ○ 

3   業務着手日指定書   

統－31   委託着手届 
※契約書で履行期間の始期が明確になっている場
合、業務着手日指定書の受書を提出する場合は提出
不要 

○ 

4   工程表  4-2 工程表 ○ 

統－33   前払金請求書  保証証書  

5   打合せ議事録  ○ 

統－34  既済部分検査請求書（第 回）  ○ 

6   業務(全部中止等）通知書   

7  業務変更通知書（第 回）   

8  休日等の作業届 
※設計図書に休日等の作業の定めがある場合、提出
不要 ○ 

統－35   委託完了届  ○ 

統－36   委託完了届（検査調書を省略す
る場合） 

 
○ 

9   完成契約金額請求書（前払金無）   

10 完成契約金額請求書（前払金有）   

11   承諾書   

12   事故発生報告書  ○ 

13   測量調査委託証明書発行申請書  13-2 測量調査委託証明書 13-3 測量調査委託証明書返納届  

14   家屋調査委託証明書発行申請書  14-2 家屋調査委託証明書 14-3 家屋調査委託証明書返納届  

15  （  ）承諾申請書  ○ 

16   （協議・報告）書  ○ 

17   指示事項通知書 ※原則として電子メールでのやり取りとする ◎ 

18   指示書  18-2 改善指示書 18-3 改善命令書 

※原則として電子メールでのやり取りとする 

◎ 

19 改善報告書 ※原則として電子メールでのやり取りとする ◎ 

20 （〇〇）計画書  ○ 

【作成に当たっての注意事項】  
１ 様式番号において、「統－○○」となっているものは東京都全局で統一した様式番号であり、 他は

当局独自様式である。 
２ 様式の注意書きについて、“注”（かっこなし）は様式の一部であるため原則として省略不可 能と

する。ただし、“（注）”（かっこあり）は様式の一部ではないため省略可能である。 
３ 提出先名は、原則として発注者とし、局長名で契約したものについては局長名、事業所長名で 契約

したものについてはその事業所長名とする。 
４ 提出者名は、受託者の所在地、会社名、代表者名を記入の上、押印が必要な書類は届出印又は代理人

印を押す。 
５ 提出書類は、２枚以上にわたる場合、とじ目又は継ぎ目に届出印を両方にかけて押す。 

また、袋綴じとした場合は、裏面の綴じ目に届出印を押す。（届出印を押印して提出する書類のみ） 
６ 紙で提出した書類を訂正したときは、誤記の部分を二本の線で消して、その右側又は上位に正しい記

載をするとともに、欄外に訂正の表示を明記して届出印又は代理人印を押す。 
７ 受書は、業務着手日指定書兼受書（業務中止通知書兼受書）のコピーに必要事項を記入して提 

出し、原紙は受託者が保管する。 
 ８ 押印不要の書類に押印がある場合でも差支えないものとする。なお、押印不要とした書類については、

押印がない場合でも有効な書面として取り扱う。 
 ９ 電子で提出した書類は、原則として紙の提出は不要とする。なお、電子で書類の受け渡しを行う場合、

事前に担当者の承諾を得るとともに、受領確認記録を残しておくこと。 



（注） 　担当者を変更する場合は、標題の横に（変更）と表示し摘要欄に変更と明記する。

様式１  Ａ４判

○○○　○○○

(担 当 者)
○○○　○○○

(担当課長代理)
○○○　○○○

(担当課長)
○○○　○○○

契　約　番　号 　　水契　　第　　　号

契 約 年 月 日 　　　　年　　月　　日

担 当 者 氏 名 摘　要 担 当 者 氏 名 摘　要 担 当 者 氏 名 摘　要

担　当　者　通　知　書

　　　　年　　月　　日

　

受　　託　　者 殿

東京都水道局○○○部（所）長

○○○　○○○ 印

件　　　　　名

委　託　番　号

　以下のとおり担当者を通知します。
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統一３

経　歴　書　（　　　　　）

ふ り が な

氏 名

学　　歴

　　　　年　　　月

職　　歴

　　　　年　　　月～　　　　年　　　　月

注

資　　格

　　　　年　　月

１　この様式は、建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハによる学歴、実務経験若しくは資格又
　は仕様書等で指定されている資格若しくは又は実務経験等を提示する際に使用する。
２　表題の（　　）内には、主任技術者等該当する技術者分類の名称を記入すること。
３　学歴欄には、建設業法による主任技術者等でその資格が建設業法第７条第２号のイによる
　場合等、求められる資格を有することを証するのに学歴を必要とする場合のみ記載すること。
４　職歴欄には、職歴を記載するとともに建設業法による主任技術者等はその資格に必要な実務
  経験について、仕様書等で必要な実務経験等が指定されている場合はその実務経験について、
  それぞれ記載すること。
５　主任技術者等（監理技術者を除く）は、資格欄にその資格に必要な資格者証、合格証明書、
　免許証等について、仕様書等で特に定められた資格がある場合にはその資格について、それぞ
　れ記載すること。また、当該資格の証明書等の写しを添付すること。ただし 、監理技術者資
  格者証による場合、実物を提示し監督員の確認を受けた場合には、資格者証の写しの添付は不
  要とする。
６　監理技術者は、原則として監理技術者資格者証（監理技術者講習修了履歴）の実物を監督員
　に提示することとし、この経歴書の提出は不要とする。
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記

様式３  Ａ４判

業 務 着 手 日 指 定 書

　　　　年　　月　　日

殿

東 京 都 水 道 局 長

受　　　託　　　者　　

１

３ 契 約 番 号

着手指定の日から　　　日間

件 名

２ 委 託 番 号

（注）履行期間を「着手指定の日から○○日間」と定めた場合に提出する。

受　書

上記の業務着手日指定書を受領しました。

　　　　年　　月　　日

○　○ 　○　○　 印

　下記のとおり着手日を指定します。

６ 履 行 期 間

着 手 日

　　水契　　第　　　号

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

受　　　託　　　者 印

４ 契 約 年 月 日

５

東京都水道局長

殿

なお、完了の日は、　　　　年　　月　　日の予定です。

　○　○　　○　○
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様式６  Ａ４判

（注１）

業 務 （　　　　　）通知書（第　回）

　　　　年　　月　　日

受　　　託　　　者　　 殿

東 京 都 水 道 局 〇 〇 部

〇〇課長　○○　○○　 印

（注１）

　下記の業務について、契約条項第○○条の規定に基づき業務の（　　　　）を通知します。

記

１ 件 名

２ 委 託 番 号

３ 契 約 番 号 　　水契　　第　　　号

４ 契 約 年 月 日 　　　　年　　月　　日

５ 履 行 期 間

６ 業務中止期間 自　　　　　年　　月　　日

至　　　　　年　　月　　日

７ 中 止 解 除 日 　　　　年　　月　　日　（注２）

受　書
（注１）

上記の業務（　　　　）通知書を受領しました。

　　　　年　　月　　日

東京都水道局〇〇部

　〇〇課長○○　○○ 殿

受　　　託　　　者 印

（注）1 全部中止、一部中止、全部中止継続、一部中止継続、全部中止解除、一部中止解除のいずれか
を記入する。

2 中止解除の場合は、委託中止解除年月日を記入する。
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様式７  Ａ４判

業務変更通知書（第　回）

　　　　年　　月　　日

受　　　託　　　者　　 殿

東 京 都 水 道 局 〇〇部長

○　○ 　○　○　 印

　下記の業務について、契約条項第○○条の規定に基づき業務の変更を通知します。

なお、履行期間及び契約金額の変更については、後日協議します。

記

１ 件 名

２ 委 託 番 号

３ 契 約 番 号 　　水契　　第　　　号

４ 契 約 年 月 日 　　　　年　　月　　日

５ 履 行 期 間

６ 変 更 項 目

受　書

上記の業務変更通知書（第　回）を受領しました。

　　　　年　　月　　日

東京都水道局〇〇部長

　○　○　　○　○ 殿

受　　　託　　　者 印
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(注) 　履行期間に含まれない日に作業を行う場合に用いること。ただし、届出事項については、必ず
事前に担当者と打合せ又は協議をすること。

契 約 年 月 日 工　　　　　期

届
出
事
項

施工年月日 箇　　　　　所

理由及び工事内容

件　　　　　名

委　託　場　所

契　約　金　額
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ）

代理人氏名

下記委託について履行期間工期に含まれていない休日等の施工について届け出ます。

文　書　番　号
（契 約 番 号）

氏名

東京都水道局長

○ ○　 ○ ○ 殿

住所

受注者

様式８　Ａ４判

文 書 番 号
（工事番号）

休　日　等　の　作　業　届
（発注者宛） 　　　　年　　月　　日

法人の場合は名称
及び代表者の氏名
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文 書 番 号
（工事番号）

（〇 〇）計　画　書

　年　　月　　日　

（発注者宛）

様式２０  Ａ４判

東京都水道局長

○○○　○○○ 殿

住所

受託者

氏名

代理人氏名

文　書　番　号
（契 約 番 号）

　　水契　　第　　　号

件　名

委　託　場　所

下記委託について別添、（〇〇）計画書を提出します。

(注) 業務計画書を変更、追加等する場合は、標題の横に「（ ）」で表示すること。

契　約　金　額 ￥

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

契 約 年 月 日 履　行　期　限 　　　　年　　月　　日

注　この様式は設計業務計画書のほか、作業計画書、調査業務計画書等の提出にも使用する。

￥ ）

監理業務受託者 担当者名

法人の場合は名称
及び代表者の氏名
法人の場合は名称
及び代表者の氏名

ns07am-lca
テキストボックス
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